
一
八
世
紀
末
テ
ィ
ロ1

ル
に
お
け
る
地
域
と
国
家

68　（350）

一
七
九
〇
年
の
領
邦
議
会
を
中
心
に

佐
久
間

大
　
介

【
要
約
】
　
国
家
統
合
が
本
格
化
し
た
一
八
世
紀
後
半
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
で
は
、
領
邦
を
基
盤
と
し
た
地
域
主
義
、
す
な
わ
ち
「
愛
邦
主
義
」
が
出
現

す
る
。
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
語
系
住
民
が
多
数
を
占
め
な
が
ら
も
少
数
派
と
し
て
イ
タ
リ
ア
語
系
佐
民
が
存
在
し
て
い
た
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
を
と
り
あ
げ
、

こ
の
「
愛
邦
主
義
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
「
愛
邦
主
義
」
は
、
中
央
集
権
化
を
推
進
す
る
国
家
官
僚
機
構
や
、
イ
タ
リ
ア
語
聖
心
民
が

居
住
す
る
ヴ
ェ
ル
シ
ユ
地
域
、
そ
し
て
宗
教
・
教
育
へ
の
国
家
介
入
な
ど
を
「
他
者
」
と
す
る
中
で
形
成
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
「
愛
邦
主
義
」
の
根
拠
と

な
っ
た
の
は
「
民
族
」
で
は
な
く
、
領
邦
と
君
主
と
の
契
約
の
総
体
で
あ
る
「
国
法
」
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
と
の
関
係
は
、
ワ
イ
ン
利
害
に
代

表
さ
れ
る
具
体
的
な
利
害
関
係
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
が
国
師
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
も
、
「
国
法
」
に
基
づ
く
地
域
的
自
治
の
伝
統
が

根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
ド
イ
ツ
」
や
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
の
つ
な
が
り
は
否
定
さ
れ
る
一
方
、
「
国
法
」
を
保
証
す
る
存
在
と
し
て
の
ハ
プ
ス

ブ
ル
ク
君
主
に
は
忠
実
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
こ
の
テ
イ
ロ
ー
ル
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
国
家
統
合
に
お
い
て
は
、

「
国
法
」
を
論
拠
と
し
た
各
領
邦
の
自
立
性
の
主
張
が
常
に
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
五
巻
三
号
　
二
〇
〇
二
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
地
域
分
化
と
い
う
逆
方
向
の
過
程
が
同
時
に
進
行
し
、
地
域
主
義
の
伝
統
が
注
目

さ
れ
て
い
る
。
「
国
民
国
家
」
と
は
異
な
る
政
治
的
統
合
体
で
あ
っ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
事
態
の
進
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①

展
と
無
縁
で
は
な
い
。
君
主
を
同
じ
く
す
る
諸
領
掌
の
複
合
体
で
あ
っ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
で
は
、
一
八
世
紀
後
半
の
マ
リ
ア
・
テ
レ
ー
ジ

ア
と
ヨ
ー
ゼ
フ
ニ
世
の
時
代
に
国
家
統
合
が
進
展
す
る
と
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
形
で
、
領
邦
を
基
盤
と
し
た
地
域
主
義
、
す
な
わ
ち
「
愛
邦
主

義
」
が
形
成
さ
れ
る
。
従
来
の
研
究
は
、
こ
の
「
愛
邦
主
義
」
に
つ
い
て
二
通
り
の
評
価
を
下
し
て
き
た
。
第
～
に
、
中
央
集
権
的
な
統
一
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

家
の
建
設
を
「
近
代
化
」
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
「
愛
邦
主
義
」
は
「
近
代
化
」
に
対
す
る
「
反
動
」
と
し
て
し
か
評
価
さ
れ
な
い
。
第
二
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
愛
邦
主
義
」
は
、
一
九
世
紀
以
降
の
罠
族
運
動
の
萌
芽
的
形
態
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
君
主
と
領
邦
と
の
問
で
結
ば
れ
た
契
約
の
総
体
で
あ
る
「
国
法
」
が
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
国
家
と
地
域
の
関
係
を
規
定

し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
が
大
津
留
氏
で
あ
る
。
大
津
留
氏
は
、
一
八
世
紀
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
で
は
、
中
央
集
権
化
に
抵
抗
す
る
各

領
邦
の
諸
身
分
ω
薮
巳
Φ
が
、
「
国
法
」
に
依
拠
す
る
こ
と
で
蒼
黒
の
自
立
性
を
擁
護
し
よ
う
と
し
、
君
主
の
側
で
も
こ
れ
を
無
視
し
て
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

統
合
を
進
め
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
中
央
集
権
的
な
統
一
国
家
や
「
民
族
主
義
」
の
成
長
を
前
提
と
し
て

「
愛
邦
主
義
」
を
評
価
し
て
き
た
従
来
の
研
究
に
、
見
直
し
を
迫
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　
た
だ
し
、
こ
の
議
論
は
、
当
時
の
長
握
諸
身
分
の
主
張
に
つ
い
て
は
詳
し
く
分
析
し
て
い
な
い
た
め
に
、
あ
く
ま
で
も
試
論
の
段
階
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
津
留
氏
が
と
り
あ
げ
た
の
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
や
ボ
ヘ
ミ
ア
と
い
っ
た
領
邦
で
あ
る
が
、
「
愛
邦
主
義
」
の
根
拠
が

「
民
族
」
で
は
な
く
「
国
法
」
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
語
系
住
民
が
多
数
派
を
占
め
て
い
た
領
邦
に
つ
い
て
も
分
析
の
必
要
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
。
さ
ら
に
、
「
国
法
」
に
基
づ
く
地
域
主
義
と
「
民
族
」
原
理
が
「
微
妙
に
重
な
り
な
が
ら
ズ
レ
て
い
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
領

邦
に
お
い
て
少
数
派
と
な
っ
て
い
た
言
語
集
団
、
な
い
し
は
「
民
族
」
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
語
系
住
民
が
多
数
派
で
あ
る
一
方
、
少
数
派
と
し
て
イ
タ
リ
ア
語
系
住
民
も
存
在
し
て
い
た
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領

を
と
り
あ
げ
る
。
当
時
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
は
、
①
ブ
レ
ソ
ナ
ー
峠
以
北
の
北
部
地
域
、
②
ブ
レ
ソ
ナ
ー
峠
か
ら
サ
ル
ー
ン
渓
谷
ま
で
の
中
部
地
域
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

③
サ
ル
ー
ン
渓
谷
以
南
の
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
の
三
地
域
に
区
分
さ
れ
る
が
、
①
と
②
の
地
域
に
は
ド
イ
ツ
語
系
住
民
が
、
③
の
地
域
に
は
イ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

リ
ア
語
系
住
民
が
居
住
し
て
い
た
。
こ
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
お
け
る
「
愛
野
主
義
」
を
見
る
こ
と
で
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
お
け
る
地
域
主
義
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を
「
民
族
」
と
短
絡
的
に
結

び
つ
け
る
視
点
を
再
検
証
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
、
従
来
の
テ
ィ

ロ
ー
ル
史
研
究
に
お
い
て
は
、

「
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
カ
ト

リ
ッ
ク
に
忠
実
な
テ
ィ
ロ
ー

ル
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
、

「
ド
イ
ツ
」
的
な
文
化
や
伝

統
を
強
調
す
る
「
テ
ィ
ロ
ー

ル
神
話
」
に
基
づ
い
た
見
解

が
主
流
と
な
っ
て
き
た
。
こ

れ
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
に

対
す
る
抵
抗
運
動
の
歴
史
が
、

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
カ
ト

リ
ッ
ク
信
仰
を
守
る
た
め
の
、

そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
支
配
に
対

す
る
「
ド
イ
ツ
民
族
」
の
闘

い
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る

70　（352）
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⑧

こ
と
に
一
因
が
あ
る
。
ま
た
、
第
～
重
大
戦
後
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
山
群
壊
時
に
、
ド
イ
ツ
語
系
住
民
が
多
数
派
を
占
め
る
中
部
地
域
（
ド
イ

ツ
語
で
南
テ
ィ
ロ
ー
ル
ω
若
江
。
一
）
を
も
含
む
ブ
レ
ソ
ナ
ー
峠
以
南
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
が
イ
タ
リ
ア
へ
編
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
い
わ
ゆ
る

「
南
テ
ィ
ロ
ー
ル
問
題
」
は
、
当
時
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
歴
史
家
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
彼
ら
の
中
に
は
、
ド
イ
ツ
へ
の
編
入
を
目
指
す

ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
に
関
与
し
て
い
た
者
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
歴
史
研
究
は
、
ド
イ
ツ
語
系
住
民
の
政
治
的
主
張
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

根
拠
付
け
る
た
め
、
「
ド
イ
ツ
」
的
要
素
を
「
発
見
」
し
、
さ
ら
に
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
一
体
性
」
も
主
張
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
結
果
、
一
八
世
紀
の
国
家
統
合
に
対
す
る
抵
抗
の
動
き
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
テ
イ
ロ
ー
ル
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
コ
ー
ル
は
、
一
八
世
紀
宋
に
ド
イ
ツ
語
系
住
民
の
問
で
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
成
長
し

た
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
核
と
な
っ
た
の
は
、
①
反
「
啓
蒙
主
義
」
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
擁
護
、
②
ド
イ
ツ
や
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
の
一
体

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

感
で
あ
っ
た
と
考
え
た
。
だ
が
こ
こ
で
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
自
立
性
の
主
張
が
、
「
国
法
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
軽
視
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
中
央
集
権
化
に
対
す
る
反
発
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
へ
の
忠
誠
へ
と
変
化
し
た
契
機
を
、
二
仏
戦
争
だ
け

で
説
明
す
る
。

　
そ
こ
で
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
一
七
九
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
領
事
議
会
で
あ
る
。
こ
の
議
会
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ほ
ぼ
全
域
か
ら
多
く

の
諸
身
分
が
参
加
し
て
お
り
、
当
時
の
彼
ら
の
主
張
を
知
る
う
え
で
重
要
な
材
料
を
提
供
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
一
八
世
紀
宋
に
お
け
る
地

域
主
義
の
成
長
に
注
目
し
な
い
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
一
七
九
〇
年
議
会
の
意
義
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
当
該
時
期
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
つ
い

て
最
も
詳
し
く
述
べ
て
い
る
エ
ッ
ガ
ー
と
ラ
イ
ナ
ル
タ
ー
の
研
究
は
、
一
七
九
〇
年
議
会
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
出
席
者
が
利
己
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

要
求
を
行
っ
た
と
す
る
に
と
ど
ま
る
。

　
し
か
し
、
地
域
主
義
の
成
長
を
問
題
と
す
れ
ば
、
上
の
よ
う
な
過
小
評
価
は
修
正
さ
れ
る
。
先
述
の
コ
ー
ル
は
、
～
七
九
〇
年
議
会
を
、
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

イ
ロ
ー
ル
の
枠
組
み
と
性
質
に
つ
い
て
の
議
論
が
行
わ
れ
た
場
と
位
置
づ
け
る
。
ま
た
、
当
該
時
期
の
概
説
を
著
し
た
ミ
ュ
ー
ル
ベ
ル
ガ
ー
は
、

こ
の
議
会
で
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
と
テ
ィ
ロ
ー
ル
諸
身
分
と
の
妥
協
が
成
立
し
、
そ
の
後
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
に
対
す
る
抵
抗
基
盤
が
確
立
さ
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れ
た
と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
は
、
先
に
述
べ
た
コ
ー
ル
の
問
題
点
、
す
な
わ
ち
中
央
集
権
化
に
抵
抗
し
て
い
た
テ
ィ
ロ
ー
ル
が
、
い
か
に
し

て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
の
一
体
感
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
解
明
す
る
う
え
で
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
ミ
ュ
ー
ル
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ル
ガ
ー
は
、
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
神
話
」
の
問
題
性
自
体
は
認
識
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
コ
ー
ル
と
ミ
ュ
ー
ル
ベ
ル
ガ
ー
の
共
通
の
難
点
は
、
そ

の
主
張
が
一
次
史
料
の
分
析
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
議
会
に
つ
い
て
の
記
述
が
エ
ッ
ガ
ー
と
ラ
イ
ナ
ル
タ
ー
に
完
全
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

　
一
七
九
〇
年
議
会
は
、
ド
イ
ツ
語
系
住
民
と
イ
タ
リ
ア
語
系
住
民
と
の
関
係
の
う
え
で
も
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
と
り
あ
げ
ら

れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
イ
タ
リ
ア
語
系
住
民
に
注
目
し
た
リ
ー
ヴ
イ
は
、
園
主
が
こ
の
議
会
で
伝
統
的
綱
玉
を
認
め
る
こ
と
で
ド
イ
ツ
語
亀
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

民
と
妥
協
し
つ
つ
も
、
彼
ら
を
牽
制
す
る
た
め
に
イ
タ
リ
ア
語
系
住
民
と
共
同
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
「
ド

イ
ツ
」
的
要
素
や
＝
体
性
」
を
強
調
す
る
従
来
の
見
方
に
囚
わ
れ
て
い
な
い
点
で
評
価
で
き
る
。
た
だ
し
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
を
～
体
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
と
し
、
他
の
地
域
と
の
関
係
を
「
民
族
」
対
立
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
に
は
疑
問
が
残
る
。

　
以
上
の
研
究
史
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
本
稿
で
は
、
一
七
九
〇
年
議
会
の
分
析
を
通
じ
て
、
一
八
世
紀
末
に
お
け
る
テ
ィ
ロ
ー
ル
「
雷
門
主

義
」
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
際
に
は
、
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
神
話
」
の
再
検
討
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
令
制
や
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
に

対
す
る
諸
身
分
の
意
識
を
解
明
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
の
動
向
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
第
一
章
で
は
、

～
八
世
紀
後
半
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
国
制
を
問
題
と
し
、
こ
れ
を
、
テ
レ
ー
ジ
ア
・
ヨ
ー
ゼ
フ
改
革
の
内
容
と
一
七
九
〇
年
議
会
の
構
成
や
経
過
を

見
る
こ
と
で
検
討
す
る
。
次
に
第
二
章
で
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
他
地
域
と
の
関
係
や
、
テ
イ
ロ
ー
ル
に
お
け
る
ヴ
ェ
ル

シ
ュ
地
域
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
第
三
章
で
は
、
議
会
王
流
派
の
主
張
に
注
目
し
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
「
愛
邦
主
義
」
の
核
と
な

っ
た
も
の
と
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
や
君
主
に
対
す
る
意
識
を
考
察
し
た
い
。

①
こ
う
し
た
状
況
や
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
対
す
る
評
価
の
変
．
遷
に
つ
い
て
は
、

　
佐
藤
勝
則
「
統
合
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
源
流
　
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
」
渡
辺
尚
編
著

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
発
見
…
地
域
史
の
中
の
国
境
と
市
場
－
隔
三
山
閣
、

O
O
年
。

二
〇

72 （354）
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②
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
丹
後
杏
一
『
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
近
代
化
と

　
ヨ
ー
ゼ
フ
主
義
輪
多
賀
出
版
、
一
九
九
七
年
。

③
稲
野
強
「
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
支
配
の
確
立
」
南
塚
信
吾
編
『
新
版
世
界
各
国
史

　
一
九
　
ド
ナ
ウ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
臨
山
川
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
五
ニ
ー
　

　
七
五
頁
。

④
大
津
留
厚
「
近
代
国
家
と
国
法
的
抵
抗
ー
ヨ
ー
ゼ
フ
ニ
世
の
改
革
と
ハ
ン
ガ

　
り
一
1
」
『
歴
史
評
論
』
五
〇
四
、
一
九
九
二
年
。
同
門
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
国

　
家
・
地
域
・
民
族
ー
プ
ラ
グ
マ
ー
テ
ィ
シ
ェ
・
ザ
ン
ク
ツ
ィ
オ
ー
ン
再
考

　
－
」
『
歴
史
評
論
野
景
九
九
、
二
〇
〇
〇
年
。

⑤
大
津
留
門
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
国
家
・
地
域
・
民
族
」
、
一
二
頁
。

⑥
地
域
区
分
に
つ
い
て
は
地
図
を
参
照
。
①
の
地
域
は
、
現
在
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

　
領
テ
ィ
ロ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
中
心
都
市
は
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
で
、

　
領
邦
議
会
も
こ
こ
で
開
か
れ
た
。
②
の
地
域
は
、
現
在
イ
タ
リ
ア
領
と
な
っ
て
い

　
る
地
域
の
北
半
分
に
相
当
し
、
ド
イ
ツ
語
で
は
南
テ
ィ
ロ
ー
ル
ω
巳
降
。
一
と
呼

　
ば
れ
て
い
る
。
③
の
地
域
は
、
当
時
の
史
料
で
は
≦
①
ぎ
冨
〆
。
夢
心
鐸
と
あ
ら

　
わ
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
三
地
域
以
外
に
は
、
当
時
は
ま
だ
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
編
入

　
さ
れ
て
い
な
い
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
と
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
領
が
あ
る
。

⑦
当
時
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
人
口
は
約
四
三
万
で
あ
る
が
、
民
族
や
言
語
に
基
づ
い

　
た
調
査
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
ド
イ
ツ
語
系
住
民
と
イ
タ
リ
ア
語
系
住
民
の

　
比
率
を
示
す
こ
と
は
難
し
い
。
だ
が
、
上
記
①
、
②
の
地
域
の
住
民
全
て
を
ド
イ

　
ツ
語
系
、
そ
し
て
③
の
地
域
の
住
畏
全
て
を
イ
タ
リ
ア
語
系
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

　
ド
イ
ツ
語
系
は
全
体
の
八
六
％
、
イ
タ
リ
ア
語
系
は
～
四
％
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
以
外
に
、
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
に
約
｝
四
万
六
千
人
、
ブ
リ
ク
セ

　
ン
司
教
領
に
約
二
万
六
千
人
の
住
毘
が
お
り
、
特
に
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
の
住
罠

　
は
、
ほ
と
ん
ど
が
イ
タ
リ
ア
語
系
で
あ
る
。
円
①
ぎ
聾
①
が
団
‘
出
§
ミ
ミ
弗

　
毎
寓
。
ミ
駐
ミ
馬
や
沁
鶏
建
。
斧
b
勘
O
題
ら
ミ
暮
鷺
§
ヨ
ぴ
§
譜
、
P
§
ミ
恥
憂
N
p
◎

　
魯
浮
斗
§
誉
、
黄
≦
δ
戸
一
〇
蓉
（
以
下
鉢
ミ
禅
ミ
、
§
豊
ω
・
畠
ふ
b
。
一
ぴ
Φ
＜
ざ
ζ
．
一
咽

　
Q
§
§
§
亀
鋭
讐
ぎ
§
轟
霊
媒
ぴ
袋
蒔
㌧
ミ
亀
§
賊
ミ
§
嵩
亭
鳶
こ
轟
き
鴨
曇
・

　
紺
§
暮
O
§
ミ
§
回
巳
置
屋
曽
一
り
。
。
○
。
も
」
刈
．

⑧
○
。
寛
じ
．
り
．
、
甲
。
〈
写
。
①
帥
鼠
窟
三
。
冴
白
H
O
Φ
§
自
自
ぎ
邑
凱
①
三
一
曙
ぎ

　
↓
搾
9
ぎ
§
Φ
巻
舘
ω
一
〇
。
α
O
－
一
㊤
冠
．
、
甲
O
藷
藁
§
ミ
逡
ぎ
N
職
琶
》
忌
誉
、
Q
箏

　
魯
ミ
9
碕
繹
駐
§
恥
簿
息
§
①
サ
6
無
二
傷
‘
ご
き
ヤ
，
Q
ミ
闇
さ
蹄
ミ
§
賊
§
龍
、
貯
討
蹴
．
ψ

　
ミ
翫
。
ミ
貯
§
職
ミ
琳
懸
、
，
譜
袋
身
簿
魯
ミ
忘
粛
§
b
o
鴨
S
象
恥
ミ
錯
爵
、
ミ
賜
N
Q
Q
窃
や
N
漣
《

　
閃
『
留
臨
自
？
翼
⑦
≦
ぺ
9
劉
さ
」
O
O
ρ

⑨
同
山
；
。
、
閃
Φ
ヨ
〈
8
国
自
。
醤
り
審
①
唱
Φ
。
¢
匿
「
三
‘
。
ω
。
｛
↓
ざ
匿
訂
げ
一
旨
ぽ
瞭
挙

　
嘗
暁
、
》
N
畿
鳶
零
ミ
暮
融
卜
◎
ω
弘
⑩
Φ
①
9

⑩
H
匹
‘
、
2
巴
g
b
昆
・
国
島
α
q
年
①
p
塁
鼻
p
巳
邑
唖
。
島
蔭
〈
冒
飢
ぎ
〉
島
9
鋭

　
円
葺
。
＝
p
些
の
一
碧
Φ
O
的
．
、
甲
§
鳴
虫
8
ミ
ミ
§
蟄
註
ミ
蒔
○
。
－
い
。
▼
卜
。
O
O
O
（
以
下
、
、
、
6
鴇
2

　
ぎ
野
①
一
お
O
喝
・
、
．
y

⑪
本
稿
で
も
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
エ
ッ
ガ
ー
や
ラ
イ
ナ
ル
タ
ー
に
依
拠
し

　
て
い
る
。
し
か
し
、
エ
ッ
ガ
ー
の
研
究
は
、
概
説
的
な
記
述
に
と
ど
ま
り
、
地
域

　
主
義
の
成
長
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。
一
七
九
〇
年
議
会
に
つ
い
て
も
、
議
決
方

　
法
や
参
加
資
格
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
、
党
派
対
立
が
激
し
か
っ
た
こ

　
と
を
理
由
に
、
重
要
な
決
定
が
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
ラ

　
イ
ナ
ル
タ
ー
の
研
究
目
的
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
門
近
代
化
レ
へ
の
歩
み
を

　
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
に
対
す
る
諸
身
分
の
抵
抗
は
「
反
動
」

　
と
し
て
し
か
理
解
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
七
九
〇
年
議
会
に
お
け
る
諸
身
分

　
の
主
張
は
、
個
別
利
害
に
基
づ
い
て
ま
と
ま
り
を
欠
い
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

　
る
。
国
ぴ
q
σ
q
①
さ
ナ
O
題
q
ミ
忠
鷺
§
、
O
貴
ゆ
縣
．
G
o
”
H
雪
の
σ
毎
O
ぎ
一
c
Q
c
o
ρ
ω
．
一
－
ω
c
Q
メ

　
円
Φ
ぎ
巴
欝
引
出
ミ
薄
ミ
ミ
、
頭
ω
．
一
〇
ω
－
一
ト
⊃
q
．

⑫
○
。
賀
、
．
ゼ
「
。
＝
ヨ
訂
霜
⑩
O
ω
、
．
も
．
画
。
。
O
｛
■

⑬
ミ
ユ
ー
ル
ベ
ル
ガ
ー
は
、
社
会
・
経
済
的
状
況
に
ま
で
目
を
配
っ
た
バ
ラ
ン
ス
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の
取
れ
た
記
述
を
行
う
が
、
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
神
話
」
を
前
提
と
し
て
き
た
先
行
研

　
究
に
対
す
る
批
判
は
見
ら
れ
な
い
。
鎮
算
♂
舞
α
q
Φ
斜
O
・
㌦
．
〉
げ
も
。
o
ぴ
葦
舟
島
§
α

　
哨
H
Φ
影
c
o
等
し
励
犀
鮮
目
黒
①
（
一
①
0
0
1
一
c
Q
一
蒔
）
．
、
」
暴
露
。
五
葬
♪
｝
．
ス
国
σ
q
．
）
▼
Q
跨
ミ
馬
9
鷺
譜
防

　
卜
§
憂
爲
具
］
践
』
甲
し
d
。
N
Φ
p
竈
。
。
①
．

⑭
ピ
の
く
ざ
魯
ミ

⑮
｝
方
、
集
権
化
に
対
す
る
テ
ィ
ロ
ー
ル
諸
身
分
の
抵
抗
を
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
出
発
点
と
み
な
す
コ
ー
ル
は
、
リ
ー
ヴ
ィ
の
見
解
の
こ
う
し
た
問
題
点

を
指
摘
せ
ず
、
む
し
ろ
自
説
の
強
化
に
利
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
タ
リ
ア
語
系

住
民
と
の
「
民
族
」
対
立
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
語
系
佐
島
の
「
ド
イ
ツ
」
意
識
が
高

ま
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
リ
ー
ヴ
ィ
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
諸
身
分
の
要
求
を
従
来

の
地
域
的
自
治
の
伝
統
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
も
捉
え
て
い
る
が
、
コ
ー
ル
は

こ
の
点
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
。
O
o
一
ρ
．
月
属
。
＝
昌
跨
㊦
一
刈
り
O
。
。
、
－
も
．
蔭
。
。
O
瞥
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【
　
一
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト

　
｝
七
四
〇
年
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
領
を
相
続
し
た
マ
リ
ア
・
テ
レ
ー
ジ
ア
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
位
の
継
承
の
際
に
歴
代
君
主
が
行
っ
て
き
た

世
襲
忠
誠
誓
約
を
行
わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
次
の
ヨ
ー
ゼ
フ
ニ
世
も
同
様
で
あ
る
。
世
襲
忠
誠
誓
約
は
、
君
主
が
領
邦
の
自
由
・
特
権
・
法

を
守
る
こ
と
を
誓
約
し
、
諸
身
分
が
君
主
へ
の
忠
誠
を
誓
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
「
国
法
」
的
地
位
の
確
認
を
拒
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
事
例
に
象
微
さ
れ
る
よ
う
に
、
マ
リ
ア
・
テ
レ
ー
ジ
ア
と
ヨ
ー
ゼ
フ
の
統
治
下

で
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
自
立
性
が
失
わ
れ
、
諸
身
分
の
影
響
力
も
削
減
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
諸
身
分
の
不
満
は
、
一
七
九
〇
年
二
月
二
〇

日
の
ヨ
ー
ゼ
フ
ニ
世
の
死
去
直
前
ま
で
に
は
、
反
乱
勃
発
寸
前
の
状
態
に
ま
で
高
ま
る
。
一
七
九
〇
年
議
会
は
、
こ
う
し
た
諸
身
分
の
反
発
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

鎮
め
る
べ
く
、
ヨ
ー
ゼ
フ
の
後
を
継
い
だ
レ
オ
ポ
ル
ト
ニ
世
が
召
集
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
議
会
の
構
成
や
経
過
を
見
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
を
中
心
に
、
一
八
世
紀
後
半
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
国
制
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

　
テ
レ
ー
ジ
ア
改
革
以
前
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
地
域
的
自
治
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
領
邦
議
会
と
そ
の
下
部
機
関
で
あ
る
大
・
小
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

や
税
務
協
議
会
、
そ
し
て
諸
身
分
活
動
委
員
会
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
機
関
に
参
加
す
る
資
格
を
持
つ
身
分
集
団
は
、
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
と
呼

ば
れ
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
場
合
、
聖
職
者
、
貴
族
、
都
市
民
、
農
民
の
四
身
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
領
邦
議
会
に
は
、
高
位
聖
職
者
と
貴
族
だ
け

で
な
く
、
農
民
は
裁
判
長
○
Φ
膏
馨
単
位
、
都
市
民
は
都
市
共
同
体
単
位
で
参
加
し
て
い
た
。
ま
た
、
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
と
ブ
リ
ク
セ
ン
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司
教
領
（
以
下
、
両
者
に
ま
と
め
て
言
及
す
る
際
に
は
、
両
司
教
領
と
略
記
）
も
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
に
参
加
す
る
。
両
司
教
領
は
、

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
属
す
る
聖
界
領
で
あ
る
と
同
時
に
、
数
々
の
条
約
に
よ
っ
て
テ
ィ
ロ
ー
ル
と
は
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
両
司

教
は
、
大
使
を
領
邦
議
会
や
大
・
小
委
員
会
に
派
遣
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
た
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
は
、
領
事
統
治
に
お
け
る
諸
身
分
の
影
響
力
の
源
泉
と
な
っ
て
い
た
。
領
邦
議
会
は
、

課
税
な
ど
の
君
主
か
ら
の
要
求
を
審
議
し
、
君
主
へ
の
請
願
を
決
定
す
る
。
ま
た
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
防
衛
制
度
を
確
立
し
た
一
五
一
一
年
の
ラ

ン
ト
小
書
U
器
象
び
Φ
目
で
は
、
防
衛
行
動
の
程
度
と
範
囲
に
つ
い
て
、
領
邦
議
会
の
承
認
を
得
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
し
か
し
、
一
六
世
紀
以
降
、
領
邦
議
会
へ
の
関
心
は
後
退
す
る
。
実
際
、
開
催
頻
度
も
減
少
し
て
お
り
、
一
七
九
〇
年
の
領
邦
議
会
は
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

七
二
〇
年
以
来
、
七
〇
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
七
二
〇
年
議
会
は
、
出
席
者
も
少
な
い
。
こ
の
議
会
に
は
、
聖
職
者
二
二

名
、
貴
族
約
六
〇
〇
名
と
、
一
〇
の
都
市
共
同
体
、
八
四
の
裁
判
区
が
召
集
さ
れ
た
。
だ
が
実
際
に
出
席
し
た
の
は
、
聖
職
者
六
名
、
貴
族
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

二
名
と
、
各
一
〇
の
都
市
と
裁
判
区
の
代
表
の
み
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
領
邦
議
会
の
下
部
機
関
は
、
そ
の
重
要
性
が
高
ま
る
。
大
・
小
委
員
会
や
税
務
協
議
会
は
領
邦
議
会
の
代
替
的
機
能
を
果
た
し
、
諸

身
分
活
動
委
員
会
は
目
常
の
行
政
を
担
当
し
た
。
こ
れ
ら
の
機
関
は
、
そ
の
参
加
人
数
が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
が
、
四
身
分
が
ほ
ぼ
同
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

代
表
権
を
保
持
し
て
い
た
し
、
諸
身
分
の
代
表
が
領
邦
統
治
に
関
与
す
る
と
い
う
原
期
も
変
わ
ら
な
い
。

　
だ
が
、
マ
リ
ア
・
テ
レ
ー
ジ
ア
と
ヨ
ー
ゼ
フ
ニ
世
の
統
治
期
に
は
、
状
況
が
一
変
す
る
。
国
家
官
僚
機
構
を
導
入
し
、
こ
れ
に
領
邦
の
統
治

業
務
を
担
わ
せ
た
こ
と
。
諸
身
分
の
課
税
承
認
権
を
空
洞
化
し
た
こ
と
。
一
般
徴
兵
制
を
導
入
し
た
こ
と
。
宗
教
・
教
育
へ
の
国
家
統
制
を
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

め
、
司
教
権
力
に
も
制
限
を
加
え
た
こ
と
。
こ
れ
ら
一
連
の
変
革
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
君
主
に
苦
情
を
直
接
訴
え
る
必

要
性
を
認
識
さ
せ
た
。
こ
の
結
果
、
マ
リ
ア
・
テ
レ
ー
ジ
ア
統
治
期
の
一
七
六
二
年
に
は
、
メ
ラ
ー
ン
周
辺
で
改
革
に
対
す
る
騒
乱
が
起
こ
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
騒
乱
を
起
こ
し
た
住
民
は
、
集
会
を
開
き
、
苦
情
を
訴
え
る
た
め
の
代
表
者
を
直
接
ヴ
ィ
ー
ン
に
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
騒
乱
は
テ
ィ
ロ
ー
ル
全
土
に
拡
が
り
を
見
せ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
も
な
く
収
束
し
た
。
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こ
れ
に
対
し
、
一
七
九
〇
年
議
会
に
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ほ
ぼ
全
域
か
ら
諸
身
分
が
参
加
し
て
お
り
、
そ
の
数
も
、
～
時
は
五
八
○
名
に
も

　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
ぼ
っ
た
。
都
市
民
や
農
民
の
関
心
も
高
く
、
議
会
に
代
表
を
派
遣
し
て
い
な
い
の
は
、
二
つ
の
裁
判
区
だ
け
で
あ
る
。
テ
ィ
ロ
ー
ル
諸
身
分

が
、
共
同
体
の
代
表
を
領
邦
議
会
に
派
遣
し
て
請
願
を
君
主
に
提
出
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
共
同
体
原
理
や
、
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
に
対
す
る

期
待
の
高
ま
り
を
意
味
す
る
。
で
は
、
こ
の
議
会
の
経
過
と
運
営
方
法
か
ら
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
七
九
〇
年
議
会
は
、
七
月
～
ゴ
一
B
の
開
会
か
ら
八
月
一
八
日
の
一
時
休
会
ま
で
の
第
一
期
と
、
八
月
二
四
日
の
再
召
集
か
ら
九
月
＝
日

の
閉
会
ま
で
の
第
二
期
に
区
分
さ
れ
る
。

　
第
一
期
に
は
、
ま
ず
、
議
会
の
手
続
き
や
登
録
簿
（
議
会
出
席
権
保
持
者
リ
ス
ト
）
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
に
最
も
問
題
と
な

っ
た
の
が
、
登
録
簿
へ
の
登
録
資
格
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
対
立
は
、
登
録
簿
委
員
会
を
作
る
こ
と
で
い
っ
た
ん
棚
上

　
　
　
⑬

げ
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
二
八
日
か
ら
は
、
レ
オ
ポ
ル
ト
に
よ
っ
て
宮
廷
代
理
人
悶
○
津
。
鰺
a
ω
。
。
胃
に
任
命
さ
れ
た
エ
ン
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
が
出
席
し
、
再
主
の
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
し
て
諸
身
分
の
請
願
の
受
け
付
け
を
開
始
し
た
。
こ
れ
は
、
約
二
〇
二
間
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
る
。
第
一
期
の
最
後
に
、
請
願
を
整
理
し
、

と
り
ま
と
め
る
実
務
委
員
会
の
委
員
が
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
実
務
委
員
会
は
、
五
つ
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法
、
国
難
、
宗
教
、
領
邦
防
衛
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

教
育
の
分
野
を
取
り
扱
う
こ
と
と
さ
れ
た
。

　
第
二
期
で
は
、
登
録
簿
委
員
会
と
、
請
願
を
と
り
ま
と
め
た
実
務
委
員
会
に
よ
る
報
告
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
請
願
を
君
主
に
提
出
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

め
に
ヴ
ィ
ー
ン
へ
派
遣
す
る
代
表
団
と
、
大
・
小
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
選
出
さ
れ
た
。

　
以
上
の
過
程
を
た
ど
っ
た
一
七
九
〇
年
議
会
に
お
い
て
は
、
旧
来
の
国
制
へ
の
回
帰
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
請
願
の
提
出
は
、
都
市
民
は

都
市
共
同
体
単
位
で
、
農
民
は
裁
判
区
単
位
で
行
っ
た
。
ま
た
、
議
会
で
各
種
の
委
員
会
や
代
表
が
選
出
さ
れ
る
際
に
は
、
四
身
分
か
ら
ほ
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

同
数
の
代
表
が
選
出
さ
れ
た
。
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こ
の
議
会
で
は
、
改
革
以
前
の
国
宝
に
お
い
そ
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
ラ
ン
デ
ス
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
（
ラ
ン
ト
長
官
）
と
フ
ィ
ア
テ
ル

の
意
義
も
見
直
さ
れ
る
。

　
領
邦
の
行
政
・
司
法
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
ラ
ン
デ
ス
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
は
、
本
来
は
君
主
の
信
任
者
で
あ
る
と
同
時
に
諸
身
分
の
受
託
者
で

も
あ
る
と
い
う
二
重
の
立
場
を
持
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
任
命
権
は
君
主
に
あ
っ
た
も
の
の
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
貴
族
か
ら
選
出
す
る
こ
と
が
慣
例

で
あ
っ
た
た
め
に
、
次
第
に
諸
身
分
の
代
表
者
と
し
て
の
性
格
が
強
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
マ
リ
ア
・
テ
レ
ー
ジ
ア
期
に
、
グ
ー
ベ
ル
ニ
ウ
ム

（
地
方
行
政
庁
）
が
設
置
さ
れ
、
こ
れ
が
領
邦
の
行
財
政
を
統
括
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
ラ
ン
デ
ス
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
性
格
は
失
わ

れ
る
。
中
央
の
管
理
庁
に
下
属
す
る
グ
ー
ベ
ル
ニ
ウ
ム
は
、
そ
の
長
官
も
君
主
が
任
命
す
る
国
家
官
僚
で
あ
っ
た
。
一
七
七
四
年
、
グ
ー
ベ
ル

ニ
ウ
ム
長
官
職
と
ラ
ン
デ
ス
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
職
が
統
合
さ
れ
る
と
、
当
時
の
グ
ー
ベ
ル
ニ
ウ
ム
長
官
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
出
身
者
で
は
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

た
め
に
、
ラ
ン
デ
ス
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
を
テ
ィ
ロ
ー
ル
貴
族
か
ら
選
出
す
る
と
い
う
原
則
が
崩
れ
る
。

　
こ
れ
に
反
発
し
た
テ
ィ
ロ
ー
ル
諸
身
分
は
、
～
七
九
〇
年
議
会
で
、
ラ
ン
デ
ス
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
職
と
グ
！
ベ
ル
ニ
ウ
ム
長
官
職
の
分
離
を
強

硬
に
主
張
す
る
。
こ
の
要
求
は
、
議
会
の
会
期
中
に
宮
廷
代
理
人
が
派
遣
し
た
密
使
に
よ
っ
て
、
レ
オ
ポ
ル
ト
に
伝
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

レ
オ
ポ
ル
ト
は
、
諸
身
分
の
要
求
に
応
じ
、
薪
し
い
ラ
ン
デ
ス
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
選
出
を
テ
ィ
ロ
ー
ル
諸
身
分
の
手
に
委
ね
る
こ
と
を
決
定
す

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
こ
の
結
果
、
議
会
第
一
期
の
請
願
提
出
後
、
新
し
い
ラ
ン
デ
ス
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
選
出
が
行
わ
れ
た
。

　
次
に
、
フ
ィ
ア
テ
ル
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
お
い
て
、
課
税
や
徴
兵
の
単
位
と
な
っ
て
い
た
行
政
区
画
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ

リ
ア
・
テ
レ
ー
ジ
ア
は
、
こ
の
フ
ィ
ア
テ
ル
に
か
わ
る
行
政
区
画
と
し
て
、
ク
ラ
イ
ス
（
郡
）
を
導
入
し
、
そ
の
一
つ
ず
つ
に
ク
ラ
イ
ス
ア
ム

ト
（
郡
民
）
を
設
置
す
る
。
ク
ラ
イ
ス
ア
ム
ト
は
、
グ
ー
ベ
ル
ニ
ウ
ム
の
管
轄
下
に
属
し
、
地
方
行
政
の
末
端
を
担
っ
た
。
こ
の
ク
ラ
イ
ス
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

度
に
よ
り
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
国
家
行
政
機
構
の
中
で
は
、
フ
ィ
ア
テ
ル
の
意
味
が
失
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
～
七
九
〇
年
議
会
に
お
い
て
は
、
ク
ラ
イ
ス
は
ま
っ
た
く
史
料
に
あ
ら
わ
れ
な
い
。
一
方
、
フ
ィ
ア
テ
ル
は
、
大
・
小
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
農
民
身
分
が
代
表
を
選
出
す
る
単
位
と
な
っ
た
。
ま
た
、
あ
る
裁
判
区
や
人
物
が
、
フ
ィ
ア
テ
ル
の
代
表
と
し
て
請
願
を
提
出
し
た
り
、
意
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⑳

見
を
述
べ
た
り
す
る
例
も
存
在
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
七
九
〇
年
議
会
は
、
中
央
に
よ
る
国
家
統
合
の
論
理
と
対
立
す
る
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
の
原
理
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
、

君
主
の
側
で
も
こ
れ
を
あ
る
程
度
認
め
て
い
た
。
た
だ
し
、
議
事
進
行
の
過
程
に
は
、
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
の
中
身
を
め
ぐ
る
、
様
々
な
矛
盾
や

対
立
も
あ
ら
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
四
身
幽
間
の
関
係
や
、
両
司
教
領
の
位
置
づ
け
が
問
題
と
な
っ
た
。

　
登
録
簿
を
め
ぐ
る
議
論
の
際
、
貴
族
で
、
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ウ
ン
タ
！
・
レ
ー
ヴ
ェ
ン
ベ
ル
ク
裁
判
区
の
代
表
で
も
あ
る
マ
ラ
ノ
ッ
テ
ィ
は
、

「
貴
族
が
貴
族
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
登
録
さ
れ
る
の
と
同
様
、
都
市
や
裁
判
区
の
登
録
も
そ
の
自
由
裁
量
に
委
ね
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
」

と
提
案
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
タ
ン
ネ
ン
ベ
ル
ク
と
い
う
貴
族
は
、
「
貴
族
は
既
に
一
二
三
四
年
に
登
録
さ
れ
て
い
る
が
、
都
市
と
裁
判
区
が

は
じ
め
て
登
録
さ
れ
た
の
は
＝
二
六
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
都
市
と
裁
判
区
の
加
入
の
際
に
は
、
貴
族
が
票
を
行
使
し
て
き
た

は
ず
で
あ
る
」
と
反
論
し
た
。
都
市
や
裁
判
区
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
へ
の
参
加
を
自
明
の
も
の
と
す
る
マ
ラ
ノ
ッ
テ
ィ
に
対
し
、
タ
ン
ネ
ン
ベ

ル
ク
は
、
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
」
に
お
け
る
貴
族
の
優
位
を
主
張
し
た
と
煮
え
よ
う
。

　
ヴ
ィ
ー
ン
へ
の
代
表
団
選
出
の
際
に
も
、
身
分
間
対
立
が
生
じ
る
。
宮
廷
代
理
人
が
、
四
身
分
か
ら
各
二
名
の
代
表
を
選
出
す
る
よ
う
指
示

し
た
の
に
対
し
、
ゾ
ン
ネ
ン
ブ
ル
ク
裁
判
区
代
表
は
、
全
フ
ィ
ア
テ
ル
か
ら
各
一
名
の
代
表
者
を
送
り
た
い
と
、
農
民
身
分
の
名
に
お
い
て
要

請
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
農
民
身
分
の
代
表
者
数
が
他
の
身
分
よ
り
も
多
く
な
る
。
ま
た
、
都
市
ボ
ー
ツ
ェ
ン
の
代
表
は
、
身
分
ご
と
の
選

挙
を
主
張
し
た
。
こ
れ
は
、
全
体
で
選
挙
を
行
え
ば
、
都
市
民
身
分
の
意
向
が
反
映
し
に
く
く
な
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
宮
廷
代
理
人
は
、
こ
れ

ら
の
要
求
を
却
下
し
た
が
、
四
身
分
の
平
等
は
制
度
の
原
則
で
あ
る
と
も
宣
言
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
宣
言
に
は
、
司
教
権
力
の
優
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
主
張
す
る
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
が
抗
議
し
た
。

　
そ
れ
で
は
、
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
」
と
両
司
教
領
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
重
要
な
の
は
、

両
司
教
が
、
あ
く
ま
で
も
司
教
領
内
に
お
け
る
領
邦
権
力
の
占
有
を
主
張
し
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
七
二
〇
年
の
領
邦
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

会
で
は
、
帝
国
諸
身
分
と
し
て
の
立
場
を
主
張
す
る
。
そ
の
翌
年
に
は
、
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
が
、
領
邦
権
力
の
確
認
を
求
め
、
ヴ
ィ
ー
ン
の
皇
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帝
代
理
委
員
会
に
提
訴
し
て
い
勧
。

　
し
か
し
、
テ
レ
ー
ジ
ア
・
ヨ
ー
ゼ
フ
期
に
入
る
と
、
司
教
権
力
は
制
限
さ
れ
て
い
く
。
特
に
ヨ
ー
ゼ
フ
は
、
司
教
の
指
示
が
効
力
を
持
つ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
領
邦
君
主
の
認
可
が
必
要
で
あ
る
と
定
め
る
こ
と
で
、
教
権
を
国
家
権
力
に
従
属
さ
せ
る
。
ま
た
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
と
岡
様
、
両
司
教
領
内
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

お
い
て
も
徴
兵
が
実
施
さ
れ
た
。

　
教
権
の
制
限
と
並
行
し
て
、
両
司
教
領
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
へ
の
統
合
も
進
展
す
る
。
こ
れ
は
、
特
に
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
に
お
い
て
顕
著
で
あ

っ
た
。
一
七
七
七
年
に
マ
リ
ア
・
テ
レ
ー
ジ
ア
と
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
と
の
間
で
結
ば
れ
た
条
約
で
は
、
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
と
テ
ィ
ロ
ー
ル
を

同
一
の
関
税
圏
に
統
合
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
ヨ
ー
ゼ
フ
統
治
期
に
は
、
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
が
、
年
金
と
引
き
換
え
に
領
邦
権
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
譲
渡
す
る
こ
と
を
ヨ
ー
ゼ
フ
に
打
診
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
こ
う
し
て
司
教
権
力
が
制
限
さ
れ
、
そ
の
領
土
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
へ
の
統
合
が
進
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
七
九
〇
年
議
会
で

は
、
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
」
に
お
け
る
両
司
教
領
の
特
殊
な
位
置
づ
け
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
例
え
ば
、
両
司
教
領
の
請
願
は
、
従
来
ど
お
り
に
司
教
が
派
遣
し
た
大
使
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
。
両
司
教
領
内
の
都
市
や
裁
判
区
で
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
代
表
を
派
遣
し
た
の
は
、
都
市
ト
リ
エ
ン
ト
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
司
教
領
内
の
都
市
民
や
農
民
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
へ
の
参
加
は
、

司
教
を
通
じ
て
の
間
接
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
司
教
の
臣
下
で
あ
る
貴
族
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
貴
族
と
し
て
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
は
こ
れ
に
抗
議
す
る
。

自
分
の
臣
下
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
テ
イ
ロ
ー
ル
貴
族
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
者
と
は
同
席
で
き
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ブ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ク
セ
ン
司
教
は
、
同
席
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
は
「
特
別
な
慈
悲
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
」
に
お
け
る
両
司
教
領
の
特
別
な
立
場
は
、
請
願
の
提
出
方
法
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ト
リ
エ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ト
司
教
大
使
は
、
請
願
提
出
の
際
、
こ
の
請
願
は
、
既
に
君
主
に
直
接
提
出
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
は
、
領
邦

議
会
を
介
さ
ず
に
君
主
と
直
接
交
渉
す
る
園
路
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
の
請
願
は
、
①
司
教
と
し
て
、
②
同
盟
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⑳

関
係
に
あ
る
諸
侯
と
し
て
、
③
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
区
分
は
、
司
教
大
使
自
身
が
行
っ
た
も
の
で
は

な
く
、
史
料
を
記
録
し
た
議
会
出
席
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
が
、
司
教
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
と
同

盟
関
係
に
あ
る
喜
界
領
の
君
主
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
の
一
員
と
い
う
三
つ
の
立
場
を
持
つ
こ
と
が
、
司
教
自
身
、
も
し
く
は
議

会
出
席
者
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。
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本
章
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
く
。

　
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
君
主
と
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
二
元
主
義
的
構
造
が
成
立
し
て
い
た
。
し
か
し
、
マ
リ
ア
・

テ
レ
ー
ジ
ア
と
ヨ
ー
ゼ
フ
ニ
世
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
、
君
主
と
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
か
ら
な
る
国
家
か
ら
君
主
と
臣
民
か
ら
な
る
国
家
へ
と
作
り

変
え
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
す
る
反
発
が
高
ま
る
中
で
開
催
さ
れ
た
の
が
、
一
七
九
〇
年
の
領
海
議
会
で
あ
っ
た
。

　
一
七
九
〇
年
議
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
参
加
人
数
の
多
さ
に
、
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
に
対
す
る
期
待
の
高
ま
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

こ
の
議
会
は
、
共
同
体
原
理
に
基
づ
き
、
従
来
の
慣
習
に
従
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
議
事
進
行
の
過
程
に
お
い
て
は
、
ラ
ン
ト
シ

ャ
フ
ト
に
お
け
る
四
身
分
の
関
係
と
両
司
教
領
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
捉
え
方
の
違
い
や
対
立
が
あ
ら
わ
れ
た
。

　
こ
う
し
て
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
」
が
脚
光
を
浴
び
た
一
七
九
〇
年
議
会
に
お
い
て
は
、
四
身
分
の
関
係
や
両
司
教
領
の
位
置

づ
け
以
上
の
問
題
が
出
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
玄
鶴
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
を
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
章
を
改
め
て
検
討
す
る
。

　
①
円
㊦
ぎ
p
。
ぽ
評
臥
ミ
凝
ミ
ミ
斜
ω
．
ω
c
。
h
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
b
鳴
こ
き
N
§
ぎ
ト
§
ミ
磯
N
遷
O
（
以
下
目
y

　
②
領
邦
議
会
の
召
集
ま
で
の
経
過
や
、
議
会
開
始
ま
で
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
諸
身
分
と
　
　

②
○
。
包
①
σ
q
α
Q
讐
節
多
（
閏
α
q
．
γ
き
巽
ミ
ミ
譜
恥
§
§
§
こ
野
墓
藝
§
≧
・
袋

　
　
レ
オ
ポ
ル
ト
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
肉
ミ
ー
ω
．
Φ
？
一
〇
曾
ど
①
〈
ざ
　
　
　
　
　
　
§
二
四
、
§
か
N
遣
9
切
o
N
Φ
P
一
。
。
①
一
（
以
下
奪
§
S
．

　
　
愚
．
ミ
も
℃
．
①
や
。
。
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③
鳴
b
d
感
ω
Φ
≧
▼
．
．
禦
覧
。
α
q
2
自
畠
¢
碁
§
山
⑦
p
窪
ヨ
証
α
Q
。
窪
。
げ
匹
霧

　
③
本
稿
で
用
い
た
　
七
九
〇
年
議
会
の
史
料
は
、
主
に
次
の
四
つ
で
あ
る
　
　
　
　

。
｛
｛
雷
魯
じ
p
聖
霊
σ
q
①
ω
〈
。
白
回
一
刈
Φ
O
、
、
（
以
下
画
し
d
冨
ω
り
＼
H
ご
．
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④
寄
貯
聾
①
「
琶
ミ
瀞
ミ
ミ
鑛
ψ
輔
＄
山
さ
。
。
。
・

①
は
、
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
に
あ
る
州
立
博
物
館
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
デ
ウ
ム
の
図
書

　
室
喝
⑦
己
五
霞
篇
①
嘗
ヨ
。
。
－
甑
慧
一
〇
昏
①
犀
（
以
下
鳴
b
d
）
所
蔵
の
目
し
d
卜
⊃
①
O
伊
．
、
↓
¢
。
α
q
Φ
．

　
宮
簿
山
窃
α
験
琶
一
畠
睾
ピ
9
巳
［
m
σ
q
ω
ぎ
日
鴇
巳
く
。
旨
冒
貯
Φ
一
お
O
g
警
。
「
｛
魯

　
く
§
b
d
Φ
器
象
寮
く
■
ω
費
畠
σ
Q
博
田
．
．
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
筆
者
が
確
認
し

　
た
。
閏
じ
ヴ
悼
①
O
α
は
、
一
七
九
〇
年
議
会
に
出
席
し
た
サ
ル
ダ
グ
ナ
が
、
議
会
の

　
経
過
や
請
願
に
つ
い
て
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
サ
ル
ダ
グ
ナ
は
、
貴
族
で
、
一

　
七
九
〇
年
の
時
点
に
お
い
て
は
、
下
イ
ン
渓
谷
ク
ラ
イ
ス
の
書
記
を
務
め
て
い
た
。

②
は
、
匿
名
の
編
者
に
よ
っ
て
、
一
八
六
一
年
に
ボ
ー
ツ
ェ
ン
で
出
版
さ
れ
た
も

　
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
そ
の
編
者
は
、
議
会
出
席
者
の
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・

　
ゴ
ル
デ
ッ
ク
の
孫
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
編
者
の
序
文
に
よ
る
と
、
②
は
、

　
「
当
時
の
議
会
出
席
者
の
私
的
な
メ
モ
で
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
あ
る
家
門
の
文
書
室

　
か
ら
発
見
さ
れ
た
扁
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
上
記
の
①
を
縮
約
し
た

　
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
①
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
表
現
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
り
、

①
に
欠
け
て
い
る
部
分
が
補
わ
れ
た
り
し
て
い
る
個
所
も
あ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で

　
は
、
②
を
補
助
的
に
用
い
る
。
③
は
、
都
市
ボ
ー
ツ
ェ
ン
の
代
表
と
し
て
議
会
に

　
出
席
し
た
デ
ィ
パ
ウ
リ
と
い
う
人
物
が
記
録
し
た
も
の
で
、
①
と
同
じ
く
閏
ω
に

　
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
に
は
、
主
な
議
会
出
席
者
の
発
言
が
記
録
さ
れ
て

　
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
ご
く
一
部
し
か
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
な

　
か
っ
た
。
④
は
、
既
に
言
及
し
た
ラ
イ
ナ
ル
タ
ー
の
研
究
書
に
付
録
と
し
て
つ
け

　
ら
れ
た
史
料
集
で
、
十
八
世
紀
末
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
史
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
史
料

　
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

④
　
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
国
制
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。
P
・
ブ
リ
ッ
ク
レ
（
服
部

　
良
久
訳
）
『
ド
イ
ツ
の
臣
民
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
七
一
－
八
二

　
頁
一
方
α
ぽ
び
芝
．
”
卜
§
固
い
§
騨
簿
ミ
曽
卜
§
ミ
桑
勲
慧
慧
鷺
懸
、
§
、
d
N
ミ

　
ト
§
婁
§
㌶
魯
謡
》
暮
蕊
§
罫
捜
ミ
出
ミ
ぎ
ぴ
黛
蕊
譜
、
ミ
謡
勢
ミ
謡
ミ
隔
9
§

　
忘
魯
験
馬
轟
N
c
。
O
釦
H
薯
。
・
げ
日
興
“
一
⑩
o
。
伊

⑤
ブ
リ
ヅ
ク
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今
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⑨
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れ
ら
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
幻
Φ
冒
嚢
。
冨
が
》
灘
ミ
ミ
鑛
ψ

　
○
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ム
ト
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ω
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賞
轟
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ω
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甲
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謡
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⑩
菊
Φ
上
京
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§
ミ
き
盛
ψ
刈
。
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ド

⑪
エ
ッ
ガ
ー
は
、
一
七
九
〇
年
議
会
の
出
席
者
数
が
、
そ
れ
以
前
と
比
べ
て
突
出

　
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
た
だ
し
、
議
会
の
出
席
者
数
は
一
定
し
て
お
ら
ず
、
請

　
願
を
提
出
す
る
と
議
会
か
ら
去
っ
て
し
ま
う
者
も
多
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
終
盤

　
に
は
、
出
席
者
数
が
約
一
〇
〇
人
に
ま
で
減
少
し
た
。
閤
σ
q
σ
q
㊦
「
曽
義
塾
9
ω
」
ω
傘

⑫
裁
判
区
ナ
ウ
ダ
ー
ス
と
裁
判
区
セ
ゴ
ン
ツ
ァ
ン
は
、
講
願
の
場
に
現
れ
な
か
っ

　
た
。
目
”
ω
．
㎝
駆
♪
窃
○
。
餅

⑬
目
ψ
ω
」
－
ミ
．

⑭
エ
ン
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
家
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
大
貴
族
の
家
柄
で
あ
る
。
中
央
と

　
の
つ
な
が
り
も
強
く
、
エ
ン
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
の
父
は
、
初
代
の
グ
ー
ベ
ル
ニ
ウ
ム

　
長
官
を
務
め
て
い
た
し
、
エ
ン
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
自
身
も
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
各

　
地
で
国
家
官
僚
と
し
て
勤
務
し
て
き
た
。
彼
が
宮
廷
代
理
人
に
任
命
さ
れ
る
ま
で

　
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
円
①
ぎ
巴
竃
郎
叫
ミ
禅
ミ
、
ミ
郵
ω
．
㊤
刈
－
一
〇
ピ

⑮
目
b
．
9
ふ
8
■

⑯
委
員
の
選
出
は
、
議
会
幽
席
門
の
多
数
決
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
の

　
任
命
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
が
ど
の
委
員
会
に
所
属
す
る
か
に
つ
い
て
の
決
定
は
、

　
宮
廷
代
理
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
目
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。
－
零
ρ
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謡
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⑱
例
え
ば
、
ヴ
ィ
ー
ン
へ
派
遣
す
る
代
表
団
に
は
四
身
分
か
ら
各
二
名
の
代
表
が

　
任
命
さ
れ
た
。
団
ド
響
ω
．
O
O
。
N
h
．
ま
た
、
小
委
員
会
に
は
、
四
日
分
か
ら
各
五
名
が

　
選
出
さ
れ
た
。
大
委
員
会
に
は
、
聖
職
者
身
分
か
ら
八
名
、
残
り
の
身
分
か
ら
各

　
一
〇
名
が
選
繊
さ
れ
、
こ
れ
に
、
両
司
教
の
大
使
各
一
名
と
、
両
司
教
座
聖
堂
参

　
事
会
か
ら
各
一
名
の
計
四
名
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
目
甲
ψ
刈
卜
。
卜
。
る
悼
◎
国
σ
q
σ
q
Φ
朗

　
象
蟄
P
ω
．
ば
り
｛
・
登
録
簿
委
員
会
と
、
請
願
を
と
り
ま
と
め
る
実
務
委
員
会
の
身

　
分
構
成
は
、
称
号
か
ら
推
測
す
る
し
か
な
い
部
分
も
あ
る
し
、
必
ず
し
も
四
身
分

　
が
同
数
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
身
分
の
代
表
が
含
ま
れ

　
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
目
℃
ω
峯
倉
㎝
①
o
。
ふ
刈
O
．

⑲
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ば
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ア
イ
ザ
ッ
ク
フ
ィ
ア
テ
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の
請
願
は
、
ミ
ラ
ー
と
い
う
人
物
に
よ
っ

　
て
、
上
イ
ン
渓
谷
ブ
イ
ア
テ
ル
の
請
願
は
、
裁
判
区
イ
ム
ス
ト
代
表
に
よ
っ
て
行

　
わ
れ
た
。
目
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ニ
　
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
を
め
ぐ
る
諸
問
題

　
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
が
テ
ィ
ロ
ー
ル
へ
と
編
入
さ
れ
た
の
は
、
～
五
〇
九
年
と
比
較
的
遅
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
都
市
や
裁
判
区
で
、
領
邦
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

会
に
お
け
る
議
席
と
投
票
権
を
獲
得
し
た
の
は
少
数
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
議
会
の
下
部
機
関
に
は
ま
っ
た
く
参
加
出
来
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

一
七
九
〇
年
議
会
に
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
も
無
視
で
き
な
い
勢
力
と
し
て
出
現
す
る
コ
レ
オ
ポ
ル
ト
ニ
世
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
主
流
派
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
牽
制
勢
力
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
出
席
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
の
都
市
と
裁
判
区
を
も
召
集
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
が
議
会
で
行
っ
た
要
求
と
、
こ
の
要
求
に
対
す
る
他
の
地
域
の
対
応
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

　
請
願
提
出
に
先
立
ち
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
は
、
「
請
願
を
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
語
（
イ
タ
リ
ア
語
）
に
よ
っ
て
行
う
か
、
通
訳
を
用
い
る
こ
と
」
を
要



一八世紀宋ティロールにおける地域と国家（佐久問）

請
し
た
（
括
弧
内
は
筆
者
。
以
下
の
引
用
文
中
の
括
弧
も
同
様
）
。
し
か
し
、
イ
タ
リ
ア
語
の
使
用
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
通
訳
の
使
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
許
可
さ
れ
た
が
、
そ
の
通
訳
は
議
会
参
加
者
の
中
か
ら
選
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
が
つ
け
ら
れ
た
。

こ
の
事
例
は
、
一
七
九
〇
審
議
会
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
と
他
地
域
と
の
「
民
族
」
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
、
議
会
で
は
、
実
際
に
「
民
族
」
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地

域
の
議
席
と
投
票
権
に
関
す
る
議
論
を
見
て
み
よ
う
。

　
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
で
は
、
七
つ
の
裁
判
区
が
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
都
市
ロ
ヴ
ェ
レ
ー
ト
と
裁
判
区
ロ
ヴ
ェ
レ
ー
ト
も
、
共
同
で
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

つ
の
議
席
と
投
票
権
を
保
有
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
全
体
が
政
治
参
加
権
を
制
限
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
描
く
リ
ー

　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ヴ
ィ
の
見
解
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
い
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
七
つ
の
都
市
と
裁
判
区
が
登
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
や
、
大
・
小

委
員
会
に
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
の
代
表
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
議
会
で
問
題
と
な
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
請
願
の
提
出
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
登
録
簿
に
関
す
る
審
議
の
際
に
、
都
市
と
豊
年
ア
ル
コ
は
、
「
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

テ
ィ
ロ
ー
ル
か
ら
分
離
し
た
伯
領
と
し
て
み
な
さ
れ
た
い
」
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
裁
判
区
ロ
ヴ
ェ
レ
ー
ト
は
、
都
市
ロ
ヴ
ェ
レ
！
ト
と
は
別

個
の
議
席
と
投
票
権
を
要
求
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
溝
成
す
る
他
の
部
分
と
同
様
、
君
主
に
よ
っ
て
領
事
議
会
に
正
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
召
集
さ
れ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
同
様
の
主
張
は
、
召
集
さ
れ
た
が
登
録
さ
れ
て
い
な
い
他
の
都
市
や
裁
判
区
も
行
っ
た
。

　
ヴ
ェ
ル
シ
ユ
地
域
は
、
請
願
提
出
の
際
に
も
、
議
席
と
投
票
権
を
要
求
し
つ
づ
け
る
。
ま
ず
、
都
市
ロ
ヴ
ェ
レ
ー
ト
は
、
大
・
小
の
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
税
務
協
議
会
に
お
け
る
議
席
と
投
票
権
を
要
求
し
た
。
ま
た
、
六
つ
の
都
市
や
裁
判
区
が
、
登
録
簿
へ
の
正
式
な
登
録
を
求
め
て
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
の
要
求
に
対
し
、
他
地
域
の
代
表
者
の
ほ
と
ん
ど
が
猛
反
発
し
た
。
そ
の
際
に
先
頭
に
立
っ
た
の
が
、
ト

リ
エ
ン
ト
司
教
と
ボ
ー
ツ
ェ
ン
派
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
こ
の
ボ
ー
ツ
ェ
ン
派
は
、
有
力
貴
族
や
中
部
地
域
の
中
心
都
市
で
あ
る

ボ
ー
ツ
ェ
ン
の
商
人
か
ら
構
…
成
さ
れ
る
。
そ
の
中
心
人
物
と
し
て
は
、
貴
族
の
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ウ
ン
タ
ー
リ
ッ
ヒ
タ
i
、
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ボ
ー
ツ
ェ
ン
の
銀
行
家
グ
ン
マ
ー
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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ま
ず
、
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
は
、
都
市
と
裁
判
重
科
ヴ
ェ
レ
ー
ト
が
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
抗
議
し
た
。
「
ロ
ヴ
ェ
レ
！

ト
は
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
の
封
土
で
あ
る
か
ら
、
ロ
ヴ
ェ
レ
ー
ト
住
昆
は
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
大
使
を
通
じ
て
代
表
さ
れ
る
べ
き
」
と
言
う
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
。
こ
れ
に
対
し
て
都
市
と
裁
判
区
ロ
ヴ
ェ
レ
ー
ト
は
、
自
分
達
は
、
既
に
一
六
四
〇
年
に
登
録
さ
れ
て
い
る
と
反
論
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
ボ
ー
ツ
ェ
ン
派
の
中
心
人
物
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
君
主
に
よ
っ
て
招
集
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
に
議

席
と
投
票
権
を
与
え
る
必
要
は
な
い
と
主
張
し
た
。
君
主
は
、
請
願
を
提
出
さ
せ
る
た
め
だ
け
に
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
を
召
集
し
た
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

議
席
と
投
票
権
を
与
え
る
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
七
月
二
六
日
に
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
記
録
し
た
議
事
録
が
読
み
あ
げ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

れ
た
と
き
に
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
の
登
録
問
題
に
関
す
る
く
だ
り
を
削
除
す
る
こ
と
が
、
「
出
席
者
の
大
部
分
」
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
。

　
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
の
議
席
と
投
票
権
を
め
ぐ
る
以
上
の
よ
う
な
対
立
は
、
登
録
簿
委
員
会
に
そ
の
決
着
が
委
ね
ら
れ
た
。
し
か
し
、
登
録
簿

委
員
会
に
は
、
ボ
ー
ツ
ェ
ン
派
の
指
導
者
で
あ
る
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
の
代
表
を
登
録
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

た
タ
ン
ネ
ン
ベ
ル
ク
な
ど
の
人
物
が
任
命
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
の
代
表
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
結
果
、
登
録
簿
委

員
会
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
に
と
っ
て
不
利
な
決
定
を
下
す
。

　
ま
ず
、
小
委
員
会
や
税
務
協
議
会
に
お
け
る
議
席
と
投
票
権
に
関
し
て
は
、
都
市
ロ
ヴ
ェ
レ
ー
ト
と
都
市
ア
ル
コ
に
対
し
て
、
出
席
し
て
意

見
を
述
べ
る
こ
と
を
許
可
し
た
も
の
の
、
投
票
権
は
与
え
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
に
議
席
と
投
票
権
を
与
え
れ

ば
、
小
委
員
会
な
ど
の
規
模
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
、
制
度
の
破
壊
と
過
度
の
混
乱
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
る
。
次
に
、

領
邦
議
会
に
つ
い
て
は
、
都
市
と
伯
領
ア
ル
コ
に
一
票
、
登
録
さ
れ
て
い
な
い
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
の
裁
判
区
に
対
し
て
も
合
同
で
一
票
を
与
え

る
と
い
う
妥
協
案
を
出
し
た
。
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
の
代
表
権
を
制
限
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
君
主
に
よ
っ

て
併
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
保
護
を
求
め
る
権
利
は
持
っ
て
い
る
が
、
真
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
属
す
べ
き
権
利
ま
で
は
主
張
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
を
あ
げ
る
。
さ
ら
に
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
に
他
の
地
域
と
同
様
の
権
利
を
与
え
れ
ば
、
他
地
域
の
政
治
的
権
利
が
削
減
さ
れ
て
し
ま
う

と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
登
録
簿
委
員
会
の
決
定
に
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
が
不
服
で
あ
れ
ば
、
テ
イ
ロ
ー
ル
か
ら
分
離
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
ま
で
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⑯

言
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
決
定
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
　
七
九
〇
年
議
会
で
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
議
会
以
降
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
が
議
席
と
投
票
権
を
要
求
し
、
レ
オ
ポ
ル
ト
が
こ
れ
を
支
持
し
た
の
に
対
し
、
他
の
地
域
は
反
対
の
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
。

だ
が
こ
こ
で
は
、
「
民
族
」
の
違
い
を
と
り
あ
げ
る
言
説
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
を
排
除
す
る
根
拠
と
さ
れ
た
の
は
、
手

続
き
上
の
問
題
や
、
伝
統
、
制
度
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
対
立
の
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
北
部
地
域
よ
り
南
、
す
な
わ
ち
、
中
部
地
域
と
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
、
そ
し
て
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
に
お
い
て
は
、
ワ
イ
ン
生
産
が
重
要
な
産

業
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
産
ワ
イ
ン
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
が
テ
ィ
ロ
ー
ル
へ
と
編
入
さ
れ
る
以
前
か
ら
存
在

し
た
禁
令
や
高
関
税
に
よ
っ
て
、
テ
イ
ロ
ー
ル
市
場
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
は
、
領
内
の
ワ
イ
ン
を
テ
ィ
ロ
ー
ル

へ
と
輸
出
す
る
特
権
を
保
有
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
テ
レ
ー
ジ
ア
・
ヨ
ー
ゼ
フ
期
に
入
る
と
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
産
の
ワ
イ
ン
に
課
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

い
た
禁
令
や
関
税
が
廃
止
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
打
撃
を
受
け
た
中
部
地
域
と
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
は
、
一
七
九
〇
年
議
会
で
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ

地
域
産
ワ
イ
ン
の
排
除
を
強
く
主
張
す
る
。

　
中
部
地
域
で
は
、
中
心
都
帯
で
あ
る
ボ
ー
ツ
ェ
ン
の
他
、
三
つ
の
裁
判
区
が
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
産
の
ワ
イ
ン
が
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
他
の
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
を
再
び
禁
止
す
る
よ
う
訴
え
た
。
ま
た
、
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
大
使
は
、
「
外
国
の
ビ
ー
ル
と
同
様
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
ワ
イ
ン
の
流
入
は
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
。
都
市
ト
リ
エ
ン
ト
も
、
書
様
の
要
求
を
述
べ
て
い
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
都
市
ロ
ヴ
ェ
レ
ー
ト
は
、
申
部
地
域
の
ワ
イ
ン
特
権
は
　
四
四
〇
年
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
ヴ
ェ
ル
シ
ュ

地
域
は
ま
だ
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
編
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
も
は
や
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
は
外
国
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

エ
ル
シ
ュ
地
域
の
ワ
イ
ン
も
外
国
産
で
は
な
い
と
訴
え
た
。
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
で
は
、
他
に
も
、
都
市
と
野
饗
ア
ル
コ
や
そ
の
他
の
二
つ
の
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

判
区
が
同
様
の
主
張
を
行
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
七
九
〇
年
議
会
で
は
、
中
部
地
域
と
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
が
、
ワ
イ
ン
利
害
を
め
ぐ
っ
て
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
と
対
立
し
た
。
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ボ
ー
ツ
ェ
ン
派
や
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
が
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
の
議
席
と
投
票
権
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
「
民
族
」
対
立
に
よ
る
も
の
で

は
な
く
、
ワ
イ
ン
利
害
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
具
体
的
な
利
害
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
の
領
土

は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
と
同
じ
く
イ
タ
リ
ア
語
系
住
民
地
域
で
あ
り
、
「
民
族
」
対
立
と
い
う
図
式
は
成
立
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
利
害
が

対
立
し
な
い
分
野
に
お
い
て
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
の
要
求
が
受
け
い
れ
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
、
ヨ
ー
ゼ
フ
ニ
世
が
出
し
た

薪
相
続
令
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
は
、
言
語
上
の
共
通
性
の
た
め
に
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
領
外
の
男
性
と
結
婚
す
る
女
性
の
割
合
が
他
の
地
域
よ
り
も
大
き
か

っ
た
。
た
だ
し
、
領
外
へ
と
嫁
い
で
い
く
女
性
は
、
財
産
の
分
散
化
を
避
け
る
た
め
に
、
相
続
権
を
放
棄
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

ヨ
ー
ゼ
フ
の
出
し
た
相
続
令
に
よ
り
、
身
分
や
性
別
に
関
わ
り
な
く
同
一
の
法
定
相
続
制
度
が
導
入
さ
れ
、
女
子
の
相
続
権
も
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
財
産
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
領
外
へ
と
分
散
し
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
し
た
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
の
代
表
は
、
議
会
に
お
い
て
、
相
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

令
に
対
す
る
不
満
を
述
べ
る
。

　
例
え
ば
、
裁
判
区
プ
リ
メ
ー
ル
と
ノ
イ
シ
ュ
パ
ウ
ア
ー
が
合
同
で
行
っ
た
請
願
に
は
、
家
産
の
維
持
の
た
め
に
女
子
相
続
権
を
認
め
な
い
よ

う
に
と
の
要
求
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
都
市
ロ
ヴ
ェ
レ
ー
ト
も
、
女
子
に
相
続
権
を
与
え
る
こ
と
は
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
に
不
利
益
を
も
た
ら
す

　
　
　
　
⑯

と
主
張
し
た
。

　
一
方
、
言
語
が
異
な
る
た
め
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
領
外
と
の
通
婚
が
少
な
か
っ
た
他
の
地
域
で
は
、
新
し
い
相
続
令
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
と
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
い
。
た
だ
し
、
新
相
続
令
に
反
対
す
る
こ
と
が
、
他
の
地
域
の
利
害
に
反
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

司
法
分
野
に
つ
い
て
の
請
願
を
と
り
ま
と
め
る
実
務
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
都
市
ロ
ヴ
ェ
レ
ー
ト
の
代
表
が
加
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

こ
の
委
員
会
は
、
薪
相
続
令
へ
の
反
対
を
テ
ィ
ロ
ー
ル
全
体
の
請
願
と
し
て
君
主
に
提
出
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

　
ワ
イ
ン
問
題
と
女
子
相
続
権
問
題
に
関
す
る
議
論
か
ら
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
と
他
の
地
域
が
、
具
体
的
な
利
害
関
心
に
基
づ
い
て
行
動
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
と
他
の
地
域
と
の
関
係
を
、
単
純
な
対
立
関
係
と
捉
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
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こ
の
こ
と
は
、
既
に
登
録
さ
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
の
裁
判
区
の
う
ち
、
ボ
ー
ツ
ェ
ン
派
の
請
願
を
支
持
し
た
裁
判
区
が
二
つ
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
区
が
、
ど
の
よ
う
な
点
で
ボ
ー
ツ
ェ
ン
派
に
同
調
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域

と
他
の
地
域
が
単
純
な
対
立
関
係
に
は
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
「
民
族
」
の
違
い
が
重
要
と
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

一八世紀末ティロールにおける地域と国家（佐久間）

　
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
と
他
の
地
域
と
の
対
立
を
、
「
民
族
」
対
立
と
捉
え
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
両
者
の
関

係
は
、
具
体
的
な
利
害
関
係
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
」
の

問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
」
の
内
部
に
は
、
様
々
な
矛
盾
や
対
立
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ル
シ

ュ
地
域
の
存
在
感
が
増
大
す
る
こ
と
に
対
し
、
他
の
地
域
は
、
自
ら
の
特
権
や
発
言
権
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ェ
ル

シ
ュ
地
域
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
へ
の
参
加
を
、
「
国
法
」
に
基
づ
く
従
来
の
国
管
に
対
す
る
侵
害
と
み
な
す
点
で
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
大
部
分
と

両
司
教
が
結
束
し
た
。
こ
の
結
束
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
を
排
除
し
た
形
で
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
地
域
主
義
の
出
現
を
予
期
さ
せ
る
。
次
章
で
は
、

こ
の
点
を
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
す
る
た
め
に
、
議
会
主
流
派
の
主
張
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

①
た
だ
し
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
の
貴
族
は
、
領
邦
議
会
で
の
議
席
と
投
票
権
を
獲

　
得
し
て
い
る
。
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ど
①
〈
ざ
号
織
計
寒
」
O
一
∴
G
。
日
9

⑱　
　
♂
ミ
も
．
卜
3
無
も
や
器
『
鵯
昌

⑲　
　
目
－
ω
』
①
O
勢
G
。
鱒
ρ
お
P
鴇
G
。
・

⑳
　
　
§
層
ω
．
。
。
『

⑳　　
§
ω
．
ω
⑩
c
Q
’

⑳
　
　
§
り
ω
．
O
G
。
b
o
一
ピ
㊦
く
ざ
竜
．
叙
餅
P
り
ω
．

⑱
　
　
目
堕
ω
■
α
㎝
駅
；
ゆ
O
Q
q
．

⑳
　
ピ
①
く
ざ
愚
．
翫
計
唱
唱
．
①
O
－
①
ω
．

三
　
［
七
九
〇
年
議
会
に
お
け
る
諸
身
分
の
主
張

⑮
目
b
．
O
c
。
ω
．

⑳
ピ
①
＜
ざ
魯
．
ら
餅
や
り
①
・
た
だ
し
、
こ
の
要
求
は
§
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な

　
い
。

⑳
奪
ミ
も
．
①
題

⑳
　
目
響
ψ
①
卜
。
伊
①
お
…
冨
く
ざ
魯
ら
帆
魅
も
．
ミ
｛
．

⑳
　
し
か
も
、
そ
の
う
ち
の
　
つ
、
裁
判
区
シ
ュ
パ
ウ
ア
ー
は
、
ワ
イ
ン
問
題
で
は

　
ボ
ー
ツ
ェ
ン
派
と
対
立
す
る
主
張
を
行
っ
て
い
た
。
§
博
ω
．
繍
O
よ
O
c
。
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ご
　
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
自
由
・
特
権
・
法
」
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
暑
主

　
宮
廷
代
理
人
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
議
会
で
多
く
の
支
持
を
集
め
た
の
は
、
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
大
使
、
聖
職
者
身
分
代
表
、
ウ
ン
タ
ー
リ
ッ
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

タ
ー
、
グ
ン
マ
i
、
シ
ュ
タ
ー
ド
ラ
ー
、
そ
し
て
上
イ
ン
渓
谷
フ
ィ
ア
テ
ル
代
表
の
意
見
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
諸
身
分
の
請
願
の
代

表
例
と
し
て
、
上
イ
ン
渓
谷
フ
ィ
ア
テ
ル
代
表
の
意
見
を
見
て
み
よ
う
。

　
上
イ
ン
渓
谷
フ
ィ
ア
テ
ル
の
請
願
は
、
始
め
に
、
「
テ
イ
ロ
ー
ル
の
特
権
、
自
由
、
法
」
を
以
下
の
よ
う
に
列
挙
す
る
。

c　b　a9
．

諸
身
分
と
ラ
ン
ト
の
承
認
な
し
で
は
い
か
な
る
税
も
課
さ
れ
な
い
。

侵
略
戦
争
は
行
わ
な
い
。

費
用
自
弁
に
よ
る
防
衛
は
一
ヶ
月
以
内
。

　
　
　
（
中
略
）

ラ
ン
ト
の
譲
渡
の
際
に
存
在
し
た
ラ
ン
ト
の
制
度
、
ポ
リ
ツ
ァ
イ
法
令
、

裁
判
法
は
、
本
質
的
に
は
変
更
さ
れ
な
い
。
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h
　
ラ
ン
ト
内
の
重
要
な
官
職
に
は
、
ラ
ン
ト
外
の
官
僚
を
任
命
で
き
な
い
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
特
権
、
自
由
、
法
」
が
「
マ
リ
ア
・
テ
レ
！
ジ
ア
の
統
治
以
降
導
入
さ
れ
た
変
更
に
よ
っ
て
著
し
く
弱
め
ら
れ
た
」

と
し
て
、
以
下
の
七
項
目
の
要
求
が
述
べ
ら
れ
た
。

　
　
1
　
従
来
の
条
約
に
則
っ
た
領
邦
制
度
の
再
興
と
、
諸
身
分
活
動
委
員
会
の
復
活
。

　
　
2
　
宮
僚
は
ラ
ン
ト
内
の
人
物
か
ら
選
任
。

　
　
　
　
将
来
の
条
令
に
つ
い
て
は
、
布
告
前
に
諸
身
分
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
。

　
　
3
。
ポ
リ
ツ
ァ
イ
制
度
の
改
董
・
。

　
　
4
．
ラ
ン
ト
に
適
し
た
司
法
制
度
の
導
入
。

　
　
5
．
ラ
ン
ト
内
の
交
易
に
不
利
な
機
関
・
条
令
の
変
更
。

　
　
6
．
ラ
ン
ト
に
薪
し
く
導
入
さ
れ
た
義
務
の
免
除
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
7
．
聖
界
と
世
俗
の
教
育
鋼
度
、
初
等
か
ら
高
等
ま
で
の
学
校
に
つ
い
て
。

　
以
上
の
請
願
で
は
、
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
自
由
・
特
権
・
法
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
「
国
法
」
を
根
拠
に
、
従
来
の
国
制
の
復
活
が
要

求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
他
の
請
願
に
も
共
通
し
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
大
使
は
、
徴
兵
制
度
が
、
＝
五
＝
年
の
連
盟
協
約
と
そ
の
中
で
定
め
ら
れ
た
援
軍
協
定
に
違
反
」
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
徴
兵
官
が
そ
の
協
約
に
反
し
て
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
の
領
内
へ
と
侵
入
し
て
い
る
」
こ
と
を
非
難
す
る
。
そ
し
て
、
「
一
五

一
一
年
の
連
盟
協
約
を
新
た
に
確
認
し
、
維
持
す
べ
き
」
と
結
論
付
け
た
。
ま
た
、
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ゼ
フ
が
諸

身
分
活
動
委
員
会
の
権
限
を
グ
ー
ベ
ル
ニ
ウ
ム
に
移
管
し
た
こ
と
が
「
ラ
ン
ト
に
と
っ
て
有
害
」
で
あ
る
と
し
、
「
旧
来
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
制
度
を
復
活
」
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
し
た
。

　
多
く
の
諸
身
分
が
「
国
法
」
を
根
拠
に
従
来
の
国
画
の
復
活
を
要
求
し
た
こ
と
は
、
国
制
に
つ
い
て
の
請
願
を
と
り
ま
と
め
る
実
務
委
員
会
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の
報
告
に
も
反
映
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
「
委
員
会
は
、
将
来
の
諸
身
分
の
国
制
の
基
本
が
一
五
一
一
年
の
ラ
ン
ト
小
書
で
あ
る
べ

き
と
の
点
で
～
致
し
」
、
そ
の
う
え
で
、
コ
年
に
一
圓
以
上
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
の
事
柄
の
た
め
に
集
ま
る
べ
き
こ
と
」
な
ど
の
原
則
が
提
示
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
「
以
上
の
原
則
に
従
っ
て
税
務
協
議
会
を
維
持
し
、
君
主
か
ら
毎
年
課
さ
れ
て
い
る
要
講
金
を
廃
止
」
す
る
こ
と
と
、
「
君
主

の
要
請
に
つ
い
て
審
議
す
る
た
め
に
五
年
ご
と
に
領
邦
議
会
を
開
催
す
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
、
「
二
つ
の
司
教
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
参
事
会
と
の
同
盟
関
係
強
化
を
試
み
る
こ
と
」
も
原
則
と
さ
れ
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
両
司
教
は
、
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ラ
ン
ト
シ

ャ
フ
ト
」
に
お
い
て
特
別
な
地
位
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
。
し
か
し
、
両
司
教
は
、
旧
来
の
制
度
の
復
活
を
求
め
る
点
で
は
、
他
の
テ

ィ
ロ
ー
ル
諸
身
分
と
共
同
す
る
。
同
盟
関
係
強
化
が
原
則
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
反
映
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
諸
身
分
の
主
張
の
重
な
り
合
い
は
、
他
の
点
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
請
願
の
際
に
は
、
既
に
提
出
さ
れ
た
意
見
を
引
用
し
た
り
、
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

同
意
を
表
明
し
た
り
す
る
ケ
ー
ス
が
頻
繁
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
を
、
身
分
別
に
見
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
農
民
身
分
と
都
市
民
身
分
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
他
の
請
願
を
引
き
合
い
に
出
し
た
四
五
の
裁
判
区
の
う
ち
、
聖
職
者
身
分
か
ら
の

請
願
に
は
一
〇
、
貴
族
身
分
に
は
二
〇
、
都
市
共
同
体
に
は
　
＝
の
裁
判
区
が
賛
意
を
表
明
し
た
。
ま
た
、
他
の
請
願
を
と
り
あ
げ
た
都
市
共

同
体
は
九
つ
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
聖
職
者
身
分
か
ら
の
請
願
に
賛
同
し
た
都
市
共
同
体
の
数
は
四
つ
で
あ
り
、
貴
族
身
分
に
は
六
つ
、
裁
判

区
に
は
三
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
貴
族
身
分
の
請
願
に
つ
い
て
は
、
数
字
を
あ
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。
一
人
で
何
事
も
の
委
任
状
を
も
つ
貴
族
が
お
り
、
さ
ら
に
、
す
べ
て
の

貴
族
の
請
願
が
史
料
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
身
分
の
請
願
に
同
調
す
る
例
が
少
な
く
な
か
っ

た
こ
と
は
、
都
市
民
や
農
罠
と
同
様
で
あ
る
。

　
聖
職
者
身
分
か
ら
の
請
願
の
数
は
一
六
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
で
、
他
の
請
願
を
支
持
し
た
も
の
は
六
つ
し
か
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
見

る
と
、
同
じ
聖
職
者
身
分
か
ら
の
請
願
を
支
持
す
る
傾
向
が
強
い
も
の
の
、
他
の
身
分
か
ら
の
意
見
に
賛
意
を
表
明
す
る
請
願
も
三
つ
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
諸
身
分
の
多
く
は
、
従
来
の
国
巡
の
復
活
を
主
張
し
て
共
同
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
主
張
の
根
拠
と
な
っ
て

い
た
「
国
法
」
は
、
君
主
と
諸
身
分
と
の
契
約
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
君
主
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
「
国
法
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
と
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
の
存
在
感
も
増
大
す
る
。

　
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
と
「
国
法
」
と
の
関
係
を
検
討
す
る
重
要
な
材
料
と
な
る
の
は
、
世
襲
忠
誠
誓
約
で
あ
る
。
世
襲
忠
誠
誓
約
の
履
行
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

一
七
二
〇
年
の
零
点
議
会
に
お
い
て
も
要
求
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
久
々
に
行
わ
れ
た
の
が
、
一
七
九
〇
年
議
会
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
請
願

提
出
に
先
立
っ
て
挙
行
さ
れ
た
式
典
に
は
、
レ
オ
ポ
ル
ト
の
代
理
と
し
て
妹
の
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
が
出
席
し
、
領
邦
の
自
由
・
特
権
・
法
の
確
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
諸
身
分
も
、
君
主
へ
の
忠
誠
を
誓
う
。
レ
オ
ポ
ル
ト
が
世
襲
忠
誠
誓
約
を
実
行
し
た
こ
と
は
、
テ
ィ

ロ
ー
ル
諸
身
分
の
君
主
へ
の
感
情
を
好
転
さ
せ
た
。

　
宮
廷
代
理
人
に
よ
っ
て
ヴ
ィ
ー
ン
へ
派
遣
さ
れ
た
密
使
が
行
っ
た
謁
見
報
告
に
は
、
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

使国使国
者王者王⑨

　
次
に
、
議
会
で
新
し
く
ラ
ン
デ
ス
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
に
選
出
さ
れ
た
、

　
ロ
ド
ロ
ン
は
、

と
最
善
の
た
め
に
も
我
々
が
招
集
さ
れ
た
現
在
ほ
ど
、

を
持
ち
、
同
時
に
喜
ば
し
い
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
か
」
。

か
で
、
「
こ
れ
ら
の
負
担
を
と
お
し
て
、

テ
ィ
ロ
ー
ル
の
様
子
は
ど
う
か
。

世
襲
忠
誠
誓
約
が
行
わ
れ
た
後
は
、
非
常
に
良
好
で
す
。

そ
れ
は
よ
か
っ
た
。

陛
下
が
我
々
に
、
そ
の
自
由
・
特
権
・
慣
習
を
寛
大
に
も
確
認
し
て
下
さ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
高
貴
な
る
代
理
入
（
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
口
か
ら
聞
い
て
、
我
々
テ
ィ
ロ
ー
ル
人
が
い
か
に
変
化
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ド
ロ
ン
の
発
言
を
見
て
み
よ
う
。

　
冒
頭
で
以
下
の
よ
う
に
表
明
す
る
。
「
我
々
の
愛
す
る
新
し
い
支
配
者
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
我
々
の
く
簿
巴
碧
島
の
福
祉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
議
会
が
、
真
の
勺
鋤
巳
9
の
真
心
に
と
っ
て
、
祝
う
べ
き
で
あ
り
、
重
要
な
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら
に
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
課
さ
れ
た
相
続
税
や
印
紙
税
な
ど
の
負
担
を
非
難
す
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
我
々
の
貧
し
い
く
象
Φ
同
冨
巳
は
、
ま
っ
た
く
な
じ
み
の
な
い
坤
Φ
三
下
新
し
い
話
を
耳
に
し
て
お
り
、
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そ
れ
は
ま
た
、
我
々
の
く
象
Φ
臣
鋤
注
の
心
を
完
全
に
引
き
裂
く
に
違
い
な
い
」
と
述
べ
た
。
ま
た
、
ラ
ン
デ
ス
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
職
と
グ
！
ベ

ル
ニ
ウ
ム
長
官
職
の
統
合
を
非
難
す
る
く
だ
り
で
は
、
「
我
々
の
頃
魯
8
の
長
は
、
ど
こ
に
い
る
の
か
」
と
嘆
く
。
そ
し
て
、
テ
ィ
ロ
ー
ル

の
自
立
性
を
、
次
の
よ
う
な
強
い
調
子
で
主
張
し
た
。
「
君
主
国
は
常
に
同
じ
基
盤
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
と
、
我
々
は
い
つ
も
言
わ
れ
て
い
る
。

ボ
ヘ
ミ
ア
や
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
や
他
の
国
々
ω
芝
葺
魯
で
起
こ
っ
た
こ
と
が
、
テ
イ
ロ
ー
ル
人
に
な
ん
の
関
係
が
あ
る
の
か
。
テ
ィ
ロ
ー
ル
人
は
、

固
有
の
君
主
、
固
有
の
法
、
固
有
の
制
度
、
固
有
の
ラ
ン
ト
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
君
主
が
、
他
の
諸
国
家
を
も
支
配
し
て
い
る
の
は
単
な
る

　
　
　
　
⑪

偶
然
で
あ
る
」
。

　
以
上
の
発
言
は
、
伝
統
的
な
国
法
に
依
拠
し
た
領
邦
の
権
威
・
自
立
性
を
擁
護
す
る
点
で
、
ま
さ
に
典
型
的
な
「
愛
邦
主
義
」
の
表
明
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
、
＜
無
⑦
臨
き
ら
、
℃
p
葺
9
、
属
巴
o
u
と
い
っ
た
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。

　
普
通
、
＜
異
三
郎
巳
は
「
祖
国
」
、
勺
9
鼠
2
は
「
愛
国
者
」
と
訳
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
ロ
ド
ロ
ン
の
発
言
に
お
い
て
は
、
＜
讐
Φ
匹
器
島
は
、

そ
の
本
来
の
意
味
の
と
お
り
に
「
父
な
る
領
邦
」
、
つ
ま
り
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
「
父
な
る
領
邦
」
を
愛
す
る

も
の
が
℃
帥
巳
9
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
堵
巴
8
と
い
う
用
語
は
、
一
八
世
紀
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
お
い
て
は
、
「
出
身
地
が
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

人
々
の
集
団
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
各
領
邦
ご
と
に
客
p
甑
。
昌
が
存
在
し
え
た
。
こ
う
し
た
使
用
法
は
、
ロ
ド
ロ
ン
の
発
言
に
お

い
て
も
見
出
さ
れ
る
。
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ラ
ン
デ
ス
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
を
「
我
々
の
累
讐
自
の
長
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

庫
裡
。
⇔
と
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
諸
身
分
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
質
蝕
8
概
念
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
住
民
全

体
を
包
含
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
「
ド
イ
ツ
」
と
い
う
枠
組
み
と
も
結
び
付
い
て
は
い
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
＜
簿
巴
面
傷
、
℃
占
奪
9
、
鷺
◎
口
。
滞
と
い
っ
た
用
語
の
使
用
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
他
の
領
邦
と
の
つ
な
が
り
を
否
定

し
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
自
立
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
と
の
つ
な
が
り
ま
で
を
否
定
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
ロ
ド
ロ
ン
は
、
レ
オ
ポ
ル
ト
が
領
土
議
会
を
召
集
し
た
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
評
価
す
る
。

　
　
　
あ
の
悲
惨
な
時
代
、
あ
の
苦
悩
と
圧
制
の
日
々
は
過
ぎ
購
っ
た
。
我
々
の
君
主
が
、
我
々
の
言
う
こ
と
を
聞
き
届
け
、
そ
の
即
位
に
あ
た
っ
て
、
我
々
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一八世紀末ティm一ルにおける地域と国家（佐久問）

　
　
を
招
集
し
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
寛
大
な
君
主
が
、
単
に
ふ
さ
ぐ
だ
け
で
な
く
、
完
全
に
癒
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
痛
手
を
癒
し
に
来
て
下
さ

　
　
　
　
　
⑬

　
　
つ
た
の
だ
。

　
こ
こ
で
は
、
マ
リ
ア
・
テ
レ
ー
ジ
ア
と
ヨ
ー
ゼ
フ
の
統
治
が
圧
制
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
一
方
、
そ
の
圧
制
か
ら
解
き
放
っ
て
く
れ
た
存
在
と

し
て
レ
オ
ポ
ル
ト
が
称
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
テ
イ
ロ
ー
ル
の
「
国
法
」
を
守
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
に
期
待
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
国
法
」
を
守
る
君
主
に
対
し
て
は
、
忠
誠
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
ロ
ド
ロ
ン
は
、
以
下

の
よ
う
な
発
言
で
そ
の
請
願
を
締
め
く
く
る
。

　
　
　
領
邦
の
す
ば
ら
し
い
父
と
く
無
①
吋
冨
巳
の
た
め
に
血
を
流
す
こ
と
を
、
我
々
の
中
で
誰
が
拒
む
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
が
、
忠
実
で
申
し
分
の
な
い
臣
民

　
　
で
あ
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
力
を
傾
け
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
我
々
の
感
謝
に
終
わ
り
は
な
く
、
我
々
の
精
励
に
は
限
り
が
な
い
。
神
よ
、
陛
下
に
祝
福

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
を
お
与
え
下
さ
い
。

　
こ
こ
で
は
、
＜
簿
Φ
H
｝
き
島
へ
の
愛
と
、
君
主
へ
の
忠
誠
が
、
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
「
＜
讐
Φ
蕾
巳
を
愛
し
、
君
主
へ
の
患
誠

を
誓
う
テ
ィ
ロ
ー
ル
人
」
と
い
う
自
己
定
義
が
出
現
す
る
。

　
例
え
ば
、
「
乞
p
氏
。
つ
の
℃
簿
識
9
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
強
調
し
た
シ
ェ
ン
ク
と
い
う
貴
族
は
、
「
私
は
、
勺
白
鼠
9
と
し
て
発
幽
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

こ
と
に
満
足
し
、
従
順
か
つ
忠
実
な
臣
下
と
し
て
、
君
主
に
負
っ
て
い
る
義
務
に
そ
む
か
な
い
こ
と
を
請
合
う
」
と
述
べ
て
い
た
。

　
ま
た
、
以
下
は
、
宮
廷
代
理
人
の
エ
ン
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
閉
会
の
辞
の
一
節
で
あ
る
。

　
　
　
臣
民
と
し
て
の
義
務
と
く
再
巴
鴛
仙
へ
の
義
務
と
を
喜
ん
で
結
び
つ
け
る
術
を
知
っ
て
い
る
翼
鋤
ま
p
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
、
い
か
に
私
の
自
尊
心

　
　
を
く
す
ぐ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
感
謝
の
し
る
し
と
し
て
私
が
以
下
の
よ
う
に
保
証
す
る
の
を
受
け
取
っ
て
欲
し
い
。
そ
れ
は
、
私
が
常
に
テ
ィ

　
　
　
ロ
ー
ル
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
領
邦
君
主
へ
の
忠
誠
と
服
従
を
神
聖
な
も
の
と
し
、
＜
簿
Φ
ユ
p
。
践
の
福
祉
と
そ
の
住
民
の
福
祉
を
結
び
つ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
よ
う
な
人
物
に
な
る
と
請
合
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
エ
ン
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
出
身
で
あ
り
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
諸
身
分
か
ら
の
支
持
も
篤
か
っ
た
人
物
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
君
主
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の
代
理
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
国
法
」
を
確
認
し
た
レ
オ
ポ
ル
ト
を
賞
賛
す
る
諸
身
分
に
と
っ
て
は
、

を
強
調
し
た
エ
ン
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
の
発
言
も
、
受
け
い
れ
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

（
二
）
　
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
テ
ィ
翔
ー
ル
」

「
君
主
に
忠
実
な
テ
イ
ロ
ー
ル
人
」
像

　
一
七
九
〇
年
議
会
に
お
け
る
多
数
派
の
主
張
の
中
で
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
中
央
集
権
化
と
、
こ
れ
を
推
進
す
る
国
家
官
僚
機
構
が
、

テ
ィ
ロ
ー
ル
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
し
て
退
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
に
も
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
と
っ
て
異
質
な
も
の
と
し
て
排
除
さ

れ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
に
ヨ
ー
ゼ
フ
ニ
世
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
、
宗
教
・
教
育
へ
の
国
家
介
入
政
策
で
あ
っ
た
。

　
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
大
使
に
よ
る
請
願
は
、
以
下
の
発
言
で
始
め
ら
れ
る
。
「
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
は
、
エ
ー
ル
ナ
ー
と
ツ
イ
ラ
ー
渓
谷
の
ご
く

わ
ず
か
な
部
分
を
の
ぞ
く
テ
ィ
ロ
ー
ル
全
体
を
支
配
し
て
い
る
。
こ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
が
君
主
の
義
務
で
あ
り
、
司
教
が
関
心
を
抱
く
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
、
そ
の
宗
教
の
構
造
が
崩
壊
の
危
機
に
あ
る
」
。
続
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
、

寛
容
令
、
検
閲
の
緩
和
、
教
育
内
容
の
国
家
統
制
が
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
る
。
特
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
以
外
の
宗
派
の
信
徒
に
も
私
的
な
礼
拝
を
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

嬉
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
と
同
様
の
市
民
的
権
利
を
与
え
た
寛
容
令
は
、
「
宗
教
の
統
一
に
反
し
」
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
と
っ
て
」

非
常
に
有
害
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
「
信
仰
に
お
け
る
統
一
の
維
持
の
た
め
」
と
し
て
、
売
却
さ
れ
た
教
会
財
産
を
返
還
す
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

宗
教
・
教
育
に
つ
い
て
の
統
制
権
を
司
教
に
委
任
す
る
こ
と
な
ど
が
要
求
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
以
上
の
よ
う
な
要
求
は
、
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
や
聖
職
者
身
分
代
表
の
請
願
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
他
の
身
分

の
請
願
に
お
い
て
も
、
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
を
は
じ
め
と
す
る
聖
職
者
の
主
張
に
賛
同
す
る
例
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る

の
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
に
対
抗
す
る
こ
と
と
、
従
来
の
国
議
の
復
活
を
求
め
る
こ
と
で
成
立
し
た
、
両
司
教
と
テ
ィ
ロ
1
ル
諸
身
分
と
の
協

力
関
係
で
あ
る
。
特
に
、
議
会
の
主
導
権
を
握
り
、
反
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
と
い
う
点
で
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
と
利
害
を
共
に
し
て
い
た
ボ
ー
ツ
ェ
ン
派

は
、
司
教
権
力
と
の
結
束
を
重
視
す
る
。
両
司
教
領
と
の
「
同
盟
関
係
強
化
」
を
決
定
し
た
国
論
に
関
す
る
実
務
委
員
会
に
は
、
メ
ン
バ
ー
と
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⑳

し
て
、
ボ
ー
ツ
ェ
ン
派
の
中
心
人
物
で
あ
る
グ
ン
マ
ー
や
ウ
ン
タ
ー
リ
ッ
ヒ
タ
ー
が
加
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
ウ
ン

タ
ー
リ
ッ
ヒ
タ
ー
の
主
張
は
、
教
権
の
回
復
を
求
め
る
聖
職
者
た
ち
の
要
求
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
の
請
願
に
お
い
て
、
「
テ
ィ
上
卿
ル
ー
ー
カ
ト
リ
ッ
ク
」
と
の
定
式
化
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注

目
し
た
い
。
こ
う
し
た
言
説
は
、
聖
職
者
以
外
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
イ
ン
渓
谷
フ
ィ
ア
テ
ル
代
表
の
請
願
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
一

説
が
あ
る
。

　
　
　
既
に
陛
下
の
決
定
に
よ
り
、
教
会
に
関
す
る
事
項
と
公
の
ミ
サ
の
監
督
や
規
制
は
、
司
教
貌
下
の
事
務
局
へ
と
移
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、

　
　
寛
容
令
が
今
後
も
維
持
さ
れ
る
と
し
て
も
、
支
配
的
な
宗
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
が
他
の
寛
容
さ
れ
た
信
仰
よ
り
も
少
な
く
と
も
悪
く
は
取
り
扱
わ
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
こ
と
を
、
確
信
を
も
っ
て
期
待
で
き
る
。

　
カ
ト
リ
ッ
ク
を
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
支
配
的
宗
教
と
す
る
以
上
の
よ
う
な
言
説
は
、
議
会
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
、
諸
身
分
の
多
く
に
共
有
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
こ
の
過
程
で
は
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
へ
の
敵
意
や
、
国
家
に
よ
っ
て
新
た
に
導
入
さ
れ
た
教
育
に
つ
い
て
の
違
和
感
が
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
当
時
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
お
い
て
も
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
は
都
市
を
中
心
に
か
な
り
の
拡
大
を
み
せ
て
い
た
。
議
会
参
加
者
の
中
に
も
、
ブ

リ
ー
メ
イ
ソ
ン
会
員
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
ボ
ー
ツ
ェ
ン
派
の
グ
ン
マ
ー
、
都
市
ボ
ー
ツ
ェ
ン
の
代
表
の
一
人
で
あ
っ
た
ゴ
ル
デ
ッ
ク
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
て
、
本
稿
で
・
王
に
用
い
た
史
料
の
記
録
者
で
あ
る
サ
ル
ダ
グ
ナ
等
は
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
会
員
．
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
七
九
〇
年
議
会
に

お
い
て
は
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
を
非
難
す
る
言
説
が
大
勢
と
な
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
ト
リ
エ
ン
ト
参
事
会
代
表
に
よ
る
次
の
発
言

で
あ
る
。

　
　
　
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
と
は
何
か
。
…
…
そ
の
多
く
の
セ
ク
ト
は
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、
快
楽
主
義
者
と
狂
信
者
の
二
つ
に
区
分
さ
れ
る
。
…
…
こ
の
両
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
は
、
国
家
ω
冨
無
の
最
も
強
固
で
主
要
な
基
盤
、
す
な
わ
ち
宗
教
を
掘
り
崩
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
国
家
ω
8
象
」
ど
は
、
既
に
引
用
し
た
ロ
ド
ロ
ン
の
発
言
の
中
で
、
ボ
ヘ
ミ
ア
や
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
な
ど
の
領
邦
が
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⑮

「
他
の
国
々
ω
欝
黒
①
ロ
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
ト
リ
エ
ン
ト
参
事
会
代
表
の
発

言
に
お
い
て
は
、
宗
教
が
テ
イ
ロ
ー
ル
の
基
盤
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
を
掘
り
崩
す
も
の
と
し
て
ブ
リ
i
痢
イ
ソ
ン
が
非
難
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
ブ
リ
！
メ
イ
ソ
ン
に
対
す
る
反
感
が
議
会
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
宗
教
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
、
教
権
の
制
限
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

訴
え
る
と
と
も
に
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
を
擁
護
し
た
ゴ
ル
デ
ッ
ク
の
発
言
に
対
す
る
強
烈
な
反
発
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
例
え
ば
、
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
大
使
は
、
ゴ
ル
デ
ッ
ク
の
発
言
を
非
難
し
、
「
（
議
事
録
の
）
文
面
か
ら
侮
辱
的
な
個
所
を
削
除
」
す
る
よ
う
要

　
　
⑳

解
し
た
。
ま
た
、
裁
判
区
パ
ッ
サ
イ
ア
ー
代
表
は
、
農
民
身
分
を
代
表
し
て
、
「
ゴ
ル
デ
ッ
ク
が
、
あ
つ
か
ま
し
く
も
な
じ
み
の
な
い
臨
お
ヨ
創

口
の
き
き
か
た
を
し
た
の
を
聞
か
さ
れ
た
こ
と
は
、
農
民
身
分
全
体
に
と
っ
て
不
愉
快
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
た
。
し
か
も
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン

会
員
で
あ
っ
た
グ
ン
マ
ー
で
さ
え
も
、
ヴ
ィ
ー
セ
ネ
ッ
ク
と
い
う
貴
族
の
代
理
と
し
て
請
願
を
行
っ
た
際
に
は
、
裁
判
区
パ
ッ
サ
イ
ア
ー
代
表

　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
発
言
に
同
調
す
る
。
こ
れ
は
、
ゴ
ル
デ
ッ
ク
発
言
に
対
す
る
反
発
が
議
会
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
と
、
ボ
ー
ツ
ェ
ン
派
と
司
教
権
力
と
の
協

力
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　
次
に
、
教
育
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
マ
リ
ア
・
テ
レ
ー
ジ
ア
時
代
以
降
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
で
も
初
等
教
育
制
度
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
義
務
制
化

も
進
展
す
る
。
こ
の
結
果
、
一
七
八
○
年
頃
に
は
、
学
齢
期
に
達
し
た
児
童
の
約
半
数
が
初
等
学
校
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
教
育
内

容
の
国
家
統
制
も
進
む
。
各
ク
ラ
イ
ス
に
学
校
監
督
官
が
置
か
れ
、
こ
れ
が
、
管
轄
下
に
あ
る
学
校
の
教
師
・
教
育
内
容
な
ど
を
監
督
し
た
。

そ
し
て
、
自
然
学
宕
五
霞
一
Φ
騨
①
な
ど
の
瓢
し
い
学
問
が
導
入
さ
れ
、
宗
教
の
授
業
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
著
者
の
書
物
ま
で

　
　
　
　
⑳

用
い
ら
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
教
育
政
策
に
つ
い
て
は
、
新
し
く
導
入
さ
れ
た
学
問
に
対
し
、
特
に
批
判
が
集
中
す
る
。

　
ボ
ー
ツ
ェ
ン
の
修
道
院
長
で
あ
る
ザ
ル
ン
タ
イ
ン
は
、
「
今
日
の
学
校
教
育
は
、
ま
っ
た
く
不
信
心
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
」
で
あ
る
と

す
る
。
ま
た
、
「
若
者
が
形
而
上
学
に
よ
っ
て
、
懐
疑
論
者
へ
と
育
て
上
げ
ら
れ
た
ら
、
そ
の
モ
ラ
ル
は
ど
う
な
る
の
か
。
若
者
は
、
こ
こ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ど
の
よ
う
に
原
理
を
真
実
の
も
の
と
し
て
受
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
述
べ
る
。
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ボ
ー
ツ
ェ
ン
派
の
一
人
で
あ
る
ウ
ン
タ
ー
リ
ッ
ヒ
タ
ー
も
、
ヨ
ー
ゼ
フ
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
「
新
し
い
教
科
」
は
、
「
生
徒
に
と
っ
て
理

解
不
能
」
で
あ
り
、
「
自
然
学
滅
罪
弓
箒
騨
Φ
と
い
う
お
か
し
な
教
え
が
教
え
ら
れ
た
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
が
哲
学
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

人
々
は
自
然
主
義
堵
象
霞
巴
富
日
○
に
接
近
し
て
し
ま
う
」
と
主
張
し
た
。

　
以
上
の
発
言
に
お
い
て
は
、
新
し
く
導
入
さ
れ
た
学
問
が
、
「
形
而
上
学
」
、
「
懐
疑
論
」
、
「
自
然
学
」
と
い
っ
た
も
の
と
結
び
付
け
ら
れ
て

非
難
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
「
啓
蒙
主
義
」
的
な
考
え
方
に
対
す
る
反
発
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
「
啓
蒙
主
義
」
は
、

単
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
や
原
則
に
反
す
る
も
の
と
し
て
非
難
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
ウ
ン
タ
ー
リ
ッ
ヒ
タ
ー
は
、
枢
機
卿
ミ
ガ
ッ
ツ
ィ
の
代
理
人
と
し
て
発
言
し
た
際
に
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
偽
の
使
徒
が
…
…
少
し
前
か
ら
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
も
広
が
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
使
徒
の
下
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
下
ら
ぬ
古
本
か
ら
寄
せ
集
め
て
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
く
ら
れ
た
教
え
を
、
生
徒
や
弟
子
に
伝
え
る
教
師
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
ま
た
、
上
イ
ン
渓
谷
ブ
イ
ア
テ
ル
の
請
願
に
お
い
て
は
、
「
訂
し
い
教
科
の
個
々
の
部
分
を
検
討
し
て
み
る
と
、
多
く
の
も
の
が
適
用
不
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

能
か
つ
不
必
要
で
、
特
に
推
奨
さ
れ
た
自
然
学
は
い
か
が
わ
し
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
啓
蒙
主
義
」
的
な
る
も
の
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
外
部
か
ら
入
っ
て
き
た
、
異
質
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
た
だ

し
、
こ
こ
で
雷
う
「
外
部
」
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
主
義
だ
け
を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　
ウ
ン
タ
ー
リ
ッ
ヒ
タ
ー
は
、
「
堅
し
い
教
科
」
の
教
え
に
従
え
ば
、
「
す
べ
て
が
領
邦
君
主
に
従
属
し
、
臣
民
に
は
服
従
し
か
残
さ
れ
な
く
な

る
」
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
「
こ
れ
ら
の
教
科
は
有
害
で
あ
り
、
な
じ
み
の
な
い
｛
冨
鷺
餌
も
の
を
導
入
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
排
除
す

　
　
　
　
　
　
⑳

べ
き
」
だ
と
す
る
。

　
ま
た
、
ウ
ン
タ
ー
リ
ッ
ヒ
タ
ー
の
意
見
に
同
調
し
た
ミ
ュ
ー
ル
シ
ュ
テ
ッ
タ
ー
と
い
う
司
祭
は
、
「
誤
っ
た
教
え
H
三
Φ
町
Φ
」
を
、
「
有
害
か

つ
、
大
半
は
外
国
跨
β
臨
写
仙
か
ら
密
輸
入
さ
れ
た
も
の
」
だ
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
、
「
啓
蒙
」
に
は
、
「
カ
オ
ス
」
以
上
の
も
の
は
期
待

で
き
な
い
と
し
た
。
た
だ
し
彼
は
、
「
啓
蒙
」
を
ヨ
ー
ゼ
フ
の
宗
教
・
教
会
政
策
と
結
び
つ
け
、
「
啓
蒙
で
は
な
く
、
空
腹
を
満
た
す
た
め
の
パ
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ン
が
望
ま
れ
る
と
き
に
、
聖
職
者
が
民
衆
を
啓
蒙
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。

　
一
七
九
〇
年
議
会
に
お
い
て
は
、
テ
レ
ー
ジ
ア
・
ヨ
ー
ゼ
フ
改
革
に
対
す
る
反
発
が
、
ヴ
ェ
ル
シ
ユ
地
域
を
の
ぞ
く
テ
ィ
ロ
ー
ル
と
両
司
教

を
結
束
さ
せ
、
「
愛
邦
主
義
」
の
形
成
を
促
す
契
機
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
と
い
う
言
説
が
用
い
ら
れ
る
こ
と

で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
が
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
独
自
性
の
核
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
八
世
紀
末
に
ド
イ
ツ
語
系
住
民
の
地
域
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
成
長
し
た
と
す
る
コ
ー
ル
の
見
解
は
、
基
本
的
に
は
受
け
い
れ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
愛
邦
主
義
」
の
根
拠
は
あ
く
ま
で
も

「
国
法
」
で
あ
り
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
や
「
ド
イ
ツ
」
と
の
つ
な
が
り
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
へ
の
忠
誠
は

強
調
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
国
法
」
を
保
証
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
君
主
に
期
待
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
領
邦
議
会
を

召
集
し
、
世
襲
忠
誠
誓
約
で
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
「
国
法
」
を
確
認
し
た
レ
オ
ポ
ル
ト
と
テ
ィ
ロ
ー
ル
諸
身
分
の
間
で
は
、
妥
協
が
成
立
し
た
。

①
ゆ
弓
σ
q
α
q
①
「
碁
蟄
9
ω
」
ω
ρ

②
§
り
ω
．
。
。
b
。
b
。
山
し
・
N

③
§
堕
ω
」
O
甲
δ
伊

④
目
曽
G
り
ふ
ω
①
よ
轟
ω
．

⑤
講
願
の
支
持
状
況
に
関
す
る
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
目
”
ω
．
。
。
G
。
ふ
9
を

　
参
照
。

⑥
団
α
q
σ
q
①
同
昼
発
9
ω
み
ω
県

⑦
字
母
σ
p
ρ
（
凝
．
y
b
轟
轟
毒
煙
織
駐
§
象
嵩
ぎ
§
甲
≦
門
戸
6
一
ω
甲
ω
．

　
一
b
σ
悼
－
一
邸
餅

⑧
§
”
ω
誌
。
。
よ
b
。
．

⑨
こ
の
「
国
王
」
と
は
、
レ
オ
ポ
ル
上
蓋
を
指
す
。
レ
オ
ポ
ル
ト
が
「
皇
帝
」

　
と
な
る
の
は
、
一
七
九
〇
年
九
月
三
〇
日
に
門
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
」
に
選
出
さ
れ

　
て
以
降
で
あ
る
。
き
ミ
謡
具
G
o
・
ω
・

⑩
§
b
■
①
＝
｛
．

⑪
勾
b
ご
冨
ω
⑩
≧
扇
。
据
ヨ
斜
山
①
O
■

⑫
内
野
σ
q
㊦
鼓
鉱
p
ρ
、
≦
霧
げ
a
Φ
三
魯
b
ω
醗
Φ
隣
㊦
ざ
賊
．
雪
8
α
弩
【
或
。
募
畠
．
．

　
ぎ
一
〇
。
．
冒
ζ
匿
注
曾
偽
隻
冨
げ
Φ
α
Q
「
謎
ω
σ
q
Φ
。
。
o
窪
。
げ
岳
。
訂
ω
［
に
匪
免
、
」
舅
謹
甲

　
ω
畠
ぎ
り
銅
○
‘
ω
ε
負
N
ダ
○
．
町
議
蜜
＆
Φ
鱒
。
ヨ
リ
9
℃
．
（
頃
α
Q
．
）
り
き
輌
富
誌
鴨

　
9
馬
§
蔑
ら
寧
討
ぎ
腎
§
賊
奪
轟
§
9
紺
蔓
ミ
ぎ
茜
・
§
竃
ミ
δ
§
》
き
§
－

　
魯
試
ミ
恥
註
ミ
魯
≦
冨
戸
一
8
㎝
甲
ω
．
一
①
㎝
h
ま
た
、
オ
ッ
ト
ー
・
ダ
ン
は
、
近
世

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
領
邦
国
家
で
は
、
翼
蝉
笥
。
ロ
は
「
国
家
お
よ
び
そ
の
主
権
の
社
会

　
的
担
い
手
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
お
け
る
客
簿
〔
δ
p
概

　
念
に
も
、
こ
う
い
つ
た
要
素
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
オ
ッ
ト
ー
・
ダ
ン
（
宋
川

　
清
・
姫
岡
と
し
子
・
高
橋
秀
寿
訳
）
㎎
ド
イ
ツ
国
民
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
名
古

　
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
　
九
－
上
天
頁
。

⑬
鳴
b
d
這
ω
⑩
≧
璃
。
轡
♂
N
．

98 （380）



一八世紀末ティロールにおける地域と国家（佐久問）

⑭
甥
ゆ
旨
ω
O
＼
H
回
隔
。
ピ
δ
ω
．

⑮
檀
炉
ω
．
零
ω
闇
巽
。
。
．

⑯
目
b
「
譜
。
。
｛
’

⑰
寛
容
令
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
そ
の
全
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
窯
器
や
勺
‘

b
ミ
き
篭
ミ
§
ミ
婁
◎
ミ
N
、
§
葵
動
§
幾
O
§
ミ
ミ
ミ
嵩
9
馬
鳴
ミ
§
N
奪
N
港
9

しd

R
■
卜
⊃
“
≦
δ
戸
一
〇
窃
ρ
ω
』
刈
。
。
｛
’

⑱
隣
る
．
。
。
楢
山
O
O
．

⑲
§
り
G
。
．
刈
甲
。
。
ω
レ
O
マ
憲
O
■

⑳
目
甲
G
。
．
爵
◎

⑳
目
“
Q
り
’
ω
零
マ

⑫
幻
①
ぎ
箋
②
朗
国
‘
．
．
軍
Φ
弓
窪
汽
興
ぎ
ゴ
「
o
門
．
り
寒
偽
き
誠
尉
、
凝
越
奪
さ
ミ
、
・

謎
駐
ら
ミ
鷺
這
し
鴇
G
。
．

⑳
い
①
＜
ざ
信
ミ
も
．
δ
P
δ
¢
。
．

⑳
渕
㊦
冒
接
Φ
び
》
隷
ミ
建
鑛
ω
9
。
。
窓
｛
．

お
　
わ
　
り
　
に

⑮
当
時
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
お
け
る
、

参
照
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．
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ω
困
弊
の
語
義
に
つ
い
て
は
以
下
も

目
》
ψ
ひ
ω
c
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－
窃
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．
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．
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窒
慧
鼻
ψ
α
に
巳

§
’
ψ
蒔
窃
0
．
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曽
ω
．
ω
膳
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黛
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翼
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目
曽
ψ
膳
刈
甲
心
c
o
介
§
隅
ミ
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O
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「
テ
ィ
ロ
ー
ル
神
話
」
に
お
い
て
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
カ
ト
リ
ッ
ク
に
忠
実
な
地
域
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、

そ
の
「
ド
イ
ツ
」
的
性
格
も
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
、
～
七
九
〇
年
議
会
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
「
神
話
」
と
は
違
っ
た
「
愛
邦

主
義
」
の
形
成
・
展
開
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
一
八
世
紀
に
進
展
し
た
国
家
統
合
に
よ
っ
て
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
は
自
立
性
を
失
い
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
一
地
域
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
よ

う
と
す
る
。
こ
れ
に
抵
抗
す
る
テ
ィ
ロ
ー
ル
諸
身
分
は
、
「
国
法
」
の
確
認
を
要
求
し
、
共
同
体
原
理
へ
の
志
向
を
強
め
る
。
一
七
二
〇
年
議

会
で
は
、
世
襲
忠
誠
誓
約
の
履
行
が
求
め
ら
れ
、
一
七
六
二
年
の
メ
ラ
ー
ン
の
騒
乱
で
は
、
住
昆
代
表
が
鴛
主
と
の
直
接
交
渉
を
要
求
し
た
。
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し
か
し
、
「
愛
邦
主
義
」
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
住
民
全
体
に
共
有
さ
れ
る
に
は
、
明
確
な
「
他
者
」
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
誓
湯

の
自
立
性
・
独
自
性
を
強
調
す
る
言
説
が
共
有
さ
れ
る
場
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
一
七
九
〇
年
議
会
に
お
い
て
は
、
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
」
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
り
、
そ
の
中
身
や
枠
組
み
に
つ
い
て
の
議

論
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
様
々
な
矛
盾
や
対
立
が
あ
ら
わ
れ
た
が
、
既
得
権
益
を
脅
か
す
改
革
に
反
対
す
る
点
で
は
、
大
多
数
の
テ
イ

ロ
ー
ル
諸
身
分
と
両
司
教
は
一
致
で
き
た
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
体
感
が
醸
成
さ
れ
る
。
こ
の
一
体
感
は
、
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ラ
ン
ト
シ

ヤ
フ
ト
」
か
ら
ヴ
ェ
ル
シ
ユ
地
域
を
排
除
す
る
中
で
、
さ
ら
に
強
め
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
を
排
除
す
る
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、

「
民
族
」
で
は
な
く
、
ワ
イ
ン
利
害
に
代
表
さ
れ
る
具
体
的
な
利
害
の
対
立
で
あ
っ
た
。

　
「
民
族
」
が
問
題
と
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
「
愛
邦
主
義
」
の
核
と
な
っ
た
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
、
「
テ
ィ
ロ
ー

ル
の
自
由
・
特
権
・
法
」
と
い
う
奮
葉
に
代
表
さ
れ
る
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
「
国
法
」
的
地
位
で
あ
る
。
こ
の
「
国
法
」
的
地
位
が
強
調
さ
れ
る
中

で
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
自
立
性
・
独
自
性
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
っ
た
。
＜
碧
巴
設
置
、
℃
ゆ
賦
9
、
堵
鋤
賦
。
ロ
と
い
っ
た
用
語
の
使
用
は
、
そ
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
ド
イ
ツ
」
や
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
い
う
枠
組
み
と
の
つ
な
が
り
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
、

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
と
の
つ
な
が
り
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
た
。
テ
ィ
ロ
ー
ル
諸
身
分
は
、
「
国
法
」
を
保
証
し
て
く
れ
る
こ
と
を

君
主
に
期
待
し
、
そ
れ
を
実
現
し
た
君
主
に
は
、
進
ん
で
忠
誠
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
君
主
と
テ
ィ
ロ
ー
ル
諸
身
分
の
間
で
妥

協
が
成
立
し
、
「
君
主
に
忠
実
な
テ
ィ
ロ
ー
ル
人
」
と
い
う
自
己
定
義
ま
で
出
現
す
る
。
ま
た
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
は
、
宗
教
・
教
育
へ
の
国
家
介
入
や
「
啓
蒙
主
義
」
（
こ
れ
を
体
現
す
る
の
が
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
や
新
し
く
導
入
さ
れ
た
教
科
）
に
対
す
る
違

和
感
を
背
景
と
し
、
こ
れ
を
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
す
る
言
説
が
用
い
ら
れ
る
中
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
結
論
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
と
い
う
一
領
邦
を
対
象
と
し
て
い
る
限
界
が
あ
る
た
め
、
当
然
、
他
の
素
望
と
の
比
較
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
民
族
」
を
所
与
の
も
の
と
し
て
捉
え
た
り
、
対
象
と
す
る
地
域
の
特
殊
性
を
過
度
に
強
調
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
研
究
に
ゆ
が
み

が
生
じ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
場
合
、
そ
の
弊
害
は
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
神
話
」
と
い
う
形
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
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一一・ｪ世紀末ティロールにおける地域と国家（佐久間）

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
国
家
統
合
に
お
い
て
、
「
国
法
」
を
論
拠
と
し
た
各
国
邦
の
自
立
性
の
主
張
が
常
に
問
題
と
な
っ

て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
一
八
〇
四
年
一
〇
月
の
勅
令
で
、
当
時
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
フ
ラ
ン
ツ
ニ
世
は
、
以
下
の
よ
う
に
宣

言
す
る
。

　
　
　
独
立
し
た
諸
王
国
と
諸
国
家
ω
3
象
魯
を
不
可
分
の
も
の
と
し
て
所
有
し
て
い
る
余
と
そ
の
子
孫
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
世
襲
皇
帝
と
い
う
称
号
と
位

　
　
を
帯
び
る
こ
と
と
す
る
が
、
余
の
す
べ
て
の
王
国
、
侯
国
、
地
方
に
お
い
て
は
、
従
来
の
名
称
、
制
度
、
特
権
、
関
係
が
今
後
も
変
わ
る
こ
と
な
く
維
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
」
と
い
う
称
号
を
名
乗
る
こ
の
宣
雷
に
よ
り
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
」
と
い
う
一
つ
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

家
と
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
勅
令
に
お
い
て
は
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
」
と
い
う
表
現
は
ま
っ
た
く
あ
ら
わ
れ
な
い
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

も
、
「
従
来
の
名
称
、
制
度
、
特
権
、
関
係
」
の
維
持
を
う
た
っ
て
い
る
よ
う
に
、
各
躍
然
の
「
国
法
」
的
地
位
を
再
確
認
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
一
九
世
紀
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
、
「
愛
邦
主
義
」
を
取
り
込
む
形
で
の
再
出
発
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
九
世
紀
に
は
、

こ
の
「
愛
邦
主
義
」
に
「
民
族
」
と
い
う
新
た
な
要
素
が
か
ら
ん
で
く
る
。
こ
れ
は
、
壷
草
戦
争
中
に
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
領
か
ら
切
り
離
さ
れ

た
テ
ィ
ロ
ー
ル
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
対
仏
戦
争
の
経
験
に
よ
っ
て
、
「
愛
甲
主
義
」
は
さ
ら
な
る
展
開
を
み
せ
、
「
ド
イ
ツ
」
と
の
文
化
的
～

体
感
や
、
「
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
中
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
と
い
う
認
識
な
ど
も
出
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
は
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

①
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ω
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9
な
お
、
こ
の
勅
令
が
、
「
オ
ー
ス
ト
り
ア

　
帝
国
」
の
成
立
を
宣
涌
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
は
以
下

　
も
参
照
。
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，，Landespatriotismus“　in　der　Rabsburgermonarchie　des　18．　Jahrhunderts：

　　　　　　　　　　　Arn　Beispiel　des　offenen　Landtags　in　Tirol　179e

von

SAKUMA　Daisuke

　　In　der　zweiten　Halfte　des　18．　Jahrhunderts　versuchte　die　Habsburgermonarchie，

ihre　Lander　zu　einem　einheitlichen　Staat　（Gesamtstaat）　zu　verschmelzen．　Auf　der

anderen　Seite　bildete　sich　in　den　einzelnen　L2Rdem　mehr　uRd　mehr　ein

，，Patrtotismus“　heraus，　der　auf　einem　Land　basierte．

　　Im　vortiegenden　Aufsatz　soileR　die　Entstehung　und　Entwicklung　jenes

，，Patriotismus，“　ttber　die　es　in　Japan　sehir　wenige　Arbeiten　gibt，　untersucht

werden．　Dabei　wird　der　Schwerpunkt　der　Untersuchung　auf　die　Grafschaft　Tirol

gelegt，　deren　Bev61kerung　zu　jener　Zeit　aus　der　deutschsprachigen　Majoritat　und

der　italienischsprachigen　Minotitat　bestand．

　　Die　Reformen　Maria　Theresias　und　Josephs　II．　zielten　vor　allem　darauf　ab，　die

landsttindische　Verfassung　aufzuheben　und　damit　den　EinfiuB　der　intermediaren

Gewalten　zu　beseitigen．　Das　bedeutete　fur　die　tirolischen　Landstande　eineR

v611igen　Wandel　der　Stellung　ihres　eigenen　LaRdes，　das　hei13t，　Tirol　war　kein

selbst2ndiges　Land　rnehr，　sondern　nun　Rur　eine　Provinz　in　einem　einheitlichen，

zentralistischen　Gesamtstaat．　Deshalb　stie8en　diese　Neuerungen　auf　erbitterten

Widerstand　der　Landstande．　Um　diese　zu　sedieren，　sah　sich　Leopold　II．，　Josephs

Nachfolger，　beim　Regierungsantritt　1790　gezwungen，　einen　offenen　Landtag

einzuberufen．

　　Dieser　Landtag，　an　dem　mehr　als　500　AbgeordRete　aus　dem　ganzen　Land

tefinahrnen，　informiert　uns　weitreichend　Gber　die　Forderunden，　die　Mentalittiten

und　das　BewuBtsein　der　Landstande　in　diesem　Zeitalter．　Der　gr6Bte　Tell　der

Landtagsteilnehner　hielt　in　der　Forderung　zusammeR，　die　Wiederkerstellung　der

a｝ten　Landesverfassung　anzustreben．　Diese　Solidarittit　verst2rkte　sich　durch　den

Interessengegensatz　zu　den　We1schen　Ko血en，　deren　Bev61kerung　Uberwlegend

italienischsprachig　war．　AuBerdem　pochte　die　mit　der　Schul一　und　Religionspolitik

Josephs　unzufriedene　Geistiichkeit　auf　die　ErhaituRg　der　kathotischen　Religion．　Sie

suggerierte，　diese　tiege　der　tirolischen　ldentitat　zugrunde，　womit　sie　nur　ailzu

deutlich　ein　Afgument　lancierte，　das　zur　Werbung　um　die　Unterstittzung　der

anderen　Stande　tauglich　erschien．　Deswegen　kann　man　feststellen，　da6　in　diesem
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Landtag　Tiroler　，，Patriotismus“　aus　diesem　Solidaritatsgeftihl　der　Landstande，　das

durch　die　ihrien　als　，，fremd“　empfundenen，　neuartigen　Elemente，　d．h．　das

zentralstaatliche　Beh6rdenwesen，　die　Welschen　Konfinen　und　die　Staatseingriffe　in

Angelegenheiten　wie　Unterricht　und　Kultus　versttirkt　wurde，　entstand．

　　Der　aus　den　unifizierenden　Tendenzen　unter　Maria　Theresia　und　Joseph

erwachsene　，，Patriotismus“　bezog　sich　hingegen　nicht　auf　die　，，Nation“，　sondem

hauptstichlich　auf　das　，，Staatsrecht“，　also　das　Ganze　der　Vertr2ge　zwischen　dem

Landesfinrsten　und　den　Landstanden．　Es　war　schlieBlich　immer　auch　das

，，Staatsrecht“，　das　clie　Landtagsteilnetmer　zur　Begr“ndur｝g　ihrer　Beschwerden

heranzogen．　Das　Verh護ltnis　zwischen　den　Welschen　Ko血en　und　den　apdereR

Teilen　Tirols　wurde　durch　die　konlrreten　lnteressengegenstitze，　wie　z．B．　deB

Streit　um　das　Weingewerbe，　bestirnmt．　Um　die　Welschen　Konfuien　von　der

tirolischen　Landschaft　auszuscklieBen，　berief　man　sich　dabei　auch　nicht　auf　den

Begriff　，，Nation“，　sondern　immer　auf　das　opportunere　，，Staatsrecht“　als

Legitirnationsgrtmdlage．　Auf　dem　o旋｝nen　Landtag　verstand　man　unter　dem

Begriff　，，Nation“　hingegen　im　Kern　nichts　aRderes　als　die　，，tirolischen　Landstande“．

Dabei　ist　hervorzuheben，　daB　von　illlrem　Zugeh6rigkeitsgefUhl　zur

Habsburgermonarchie　und　von　ihrem　Zusammengeh6rigkeitsgefuhl　als　，，Deutsche“

noch　keine　Rede　war．　Trotzdem　wnrde　der　Fifrst　als　Person，　die　das

，，Staatsrecht“　sichert，　fttr　die　St2ir｝de　um　so　wichtiger，　darum　betonten　sie　die

Treue　zu　einem　solcken　FUrsten　und　entwickelten　das　SelbstbewuStsein：　，，Treue

Tiroler　zu　dem　Habsburgermonarchen“．

　　Wie　am　Beispiel　Tirols　gezeigt　wird，　war　die　Selbstiindigkeit　des　Landes，　die

sich　anf　，，Staatsrecht“　grtindete，　in　der　habsburgischen　lntegrationspolitik　immer

ein　zu　benicksichtigender　Faktor．

A　Reexamination　of　the　History　of　the　Tohoku　Region

　　　　　　　　　　　　in　the　Early　Heian　Period

by

FUCHIHARA　Tomoyuki

　　ln　order　to　comprehend　the　nature　of　warrior　society，　aRd　the　movement　of

people　and　goods　in　Northern　Japan，　oRe　must　understand　the　nature　of　the

Chnjufu　headquarters　of　far　north，　and　the　Akita　castle．　From　the　1950s　through
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